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翻訳：2006年 ID カード法

　本稿は、『外国の立法』第229号（2006.8）収
載の岡久「2006年 ID カード法―国民情報の総
合管理

（注1）

」で解説したイギリスの2006年 ID カー
ド法（ID Cards Act 2006（c.15））に基づく制
度に関わる議論と今後の展望を紹介し、その後
法律の全文を翻訳するものである。また、この
法律の草案提出の経緯及びその当時の議論に関
しては、『外国の立法』第221号（2004.8）収載
の「国家 IDカード制度に向けた動き」におい
て解説しているので、あわせて参照されたい。

　IDカード法は、英国 ID制度（National Identity 
Scheme）を導入するための法律であり、16歳以
上の英国在住者の個人情報のデータベース「英
国 ID登録簿」（National Identity Register、以
下NIRとする。）を作成し、これに基づいて ID
カードを発行すると共に、最終的にNIRへの登
録とIDカードの保有を義務化するものである。
ただし、義務化には別の議会制定法が必要とな
る。
　法律は2006年 3 月30日に成立したが、2006年
8月末現在施行されているのは、不正な ID書類
の所持（第25条から第26条）、法律に関連した委
任立法の運用（第40条）等の規定に限られる

（注2）

。
　法律の大部分は、2008- 9 年度に施行され、
制度の義務化は2013年に行われると予想される。
　2006年 IDカード法の制定経緯、概要等につい
ては、本誌229号記事で紹介しているので、こ

こでは翻訳に先立って、英国 IDカード制度を巡
る論議を紹介する。

Ⅰ　英国 IDカード制度に関する議論
　政府が掲げる英国 IDカード制度導入の利点
と、それに対する議論は、当初からテロ対策上
の必要性、市民的自由への影響、費用対効果等
の論点を巡って展開されてきた

（注3）

。
　2005年 6 月27日、ロンドン・スクール・オブ・
エコノミクス（以下 LSEとする。）の14人の教
授からなる委員会が、英国 IDカード制度に関す
る報告書

（注4）

を発表して物議を醸した。
　この報告書は、英国 IDカード制度が、身元情
報の詐取及び窃盗を防ぎ、電子取引の市場を活
性化する効果があることは認めつつも、政府が
掲げた他の目的に関しては、適正でも安全でも
なく、費用対効果も認められないと指摘してい
る。また制度が複雑に過ぎ、技術的な安全性を
欠き、規制が多いため複雑にすぎ、公共の信頼
も得ていないとしている。
　以下に、LSEの報告書を含めた、IDカード制
度を巡る最新の議論を紹介する。

1 　テロリズムの防止

　2005年 7 月 7 日のロンドン同時多発テロ事件
で改めてテロリズムの防止が注目を浴びたが、
アメリカの 9.11事件も、マドリッドの列車爆
破テロ事件も、そして今回のロンドンの事件も、
身元情報を偽造していない（つまりマークすべ
き前科のない）テロリストによって実行されて
おり、その効果はさして期待できないとする議
論が全体的に有力である。
　チャールズ・クラーク元内相自身は、事件の
翌日、IDカード制度導入下でも今回の事件は防
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止できなかったであろうと認めつつも、IDカー
ドの提示が携帯電話購入の条件とされているス
ペインでは、通信記録から使用された携帯電話
を割り出し、そこから IDを調べ上げたことで
犯人を特定できたとしている

（注5）

。
　もっとも、2005年 7 月 7 日のテロ事件にも見
られるように、自爆テロの実行犯は自らを殉教
者と考え、その犯行声明を誇らしげにビデオに
残す
（注6）

事例も見受けられ、事件後の身元割出しは
それほど困難ではないとの指摘もある。
　LSEの報告書は、IDカードの保有が義務化さ
れても、民事制裁金の支払い

（注7）

でNIRへの登録を
回避し続ける方法が可能であること、外国人に
関しては一定期間以上イギリスに滞在すること
がNIR登録の条件であって、短期滞在の外国人
は登録の義務がないことを理由として、テロリ
ズムの防止目的のための IDカードの有効性に懐
疑的である。報告書発表後、法案に加えられた
修正により、IDカード保有義務の不履行に対す
る処分規定は先送りとなったが、最終的に拘禁
刑が導入される可能性は低いものと考えられて
いる。
　報告書は、これらに加えて、NIR自体がテロ
リストの攻撃対象になりうる可能性も指摘して
いる。
　また、情報部（MI5）のステラ・リミントン
前部長は、IDカードは偽造が不可能であれば、
ある程度は役立つが、安全保障関係での有用性
は限られたものであるとコメントし、テロリズ
ム対策としての IDカードの有効性に疑問を投げ
かけている

（注8）

。

2 　コスト

　政府は、制度導入の必要投資額を10年間で55
億ポンド（約 1兆1515億円）、IDカードと旅券
併給のコストを、現在の51ポンド（約 1万1100
円）から「あくまでも目安として」93ポンド（約
2万400円）になると見積もっている

（注9）

。

　法律の草案提出の段階では、最も高価とされ
た、所有者が電子的書類に電子的なサインを行
うことのできる精巧なカードであっても、必要
経費は10年間で30億900万ポンド（約6300億円）
と設定されており

（注10）

、政府の見積りは約 2倍近く
に膨れ上がったことになる。
　これに対しLSEの報告書は、10年間での投資
額を最低で106億ポンド、最高で192億ポンド、
中間値で145億ポンドと見積もっており、メディ
アは、財務省が主張する自己採算制を適用する
場合、最高でカード1枚の販売価格は300ポンド
（約 6万7000円）となると分析している。
　政府は、LSEの評価は、年齢と共に変化する
生体認証情報確認の手続が 5年に 1回は必要と
なることを前提条件にしているが、そうしたこ
とを前提にすることが基本的に間違っていると、
報告書を批判している。
　なお、政府は、2006年 2月の段階で、英国 ID
カード制度の下準備のため、既に3200万ポンド
（約66億円）を支出している。

3 　身元情報の偽造及び窃盗の防止

　2005年 5月、IDカード法案を再び下院に提出
する際に、ブレア首相は身元情報の窃盗を防止
する必要性を強調した

（注11）

。また、2006年 2 月 2 日、
内務省のバーンハム政務次官は、身元情報の偽
造及び窃盗に伴う年間被害総額が、17億ポンド
（約3735億円）に上ると述べている

（注12）

。
　しかし、上記の数値に関しては、マネーロン
ダリングに起因する 3億9500万ポンド（推計額）
や、身元情報の偽造だけでなくカード自体の盗
難等に起因する損害額の総計である5億400万ポ
ンド等が含まれていることが指摘されており、
制度導入の口実作りのための露骨な誇張だと非
難された

（注13）

。
　LSEの報告書は、福祉に関連した身元の偽造
（年間被害総額3500万ポンド）に関しては ID
カードが有効であることを認めているが、既に
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労働年金省が導入しているより厳格な身元確認
手続が被害軽減に効果を上げていることを指摘
し、IDカード制度導入の必要性を疑問視してい
る。

4 　運用の実効性

　NIRは多目的で使用され、その情報の扱いに
は細心の注意を要する。公共機関及び民間部門
から大量アクセスが想定され、かつ不正アクセ
スを試みる者（特に組織犯罪）にとっては魅力
的な標的となりうるデータベースである。この
ため、身元情報の偽造や窃盗の問題を解決する
どころか、悪化させることも考えられる。
　LSEの報告書は、これらの条件を踏まえた上
で、NIRの規模で充分な安定性と安全性を提供
することのできるコンピュータ・システムは現
存しないと論じ、新規の開発が想定し得ない困
難や開発費の高騰に直面するであろうと警告す
る。
　またNIRの信頼性が依拠する生体認証技術も
完全に確立されたものではなく、旅券局が2004
年 4 月から12月にかけて試験的に発行した生体
認証情報を記載した IDカードの実験では、誤認
率が、顔で30％超、指紋で13％超、虹彩で 3％
超という結果が出ている

（注14）

。
　現在の虹彩の認証技術では、視覚障害者に対
して、登録及び検証の双方で高い誤認率を示す
傾向が顕著である。その誤認率は登録時に
39％、検証時に 8％となっている。ある生体認
証情報関連企業は、虹彩情報が利用できない障
害者の数を全体の 2％未満としているが、NIR
の規模を考えれば、その数は約130万になると考
えられる。
　これに関しては、政府は、虹彩以外の複数の
生体認証情報（顔と指紋）をNIRに登録するこ
とで、誤認のリスクを軽減することができると
論じている。しかし、LSEの報告書は、英国 ID
カード制度の導入が、公共サービスの享受ある

いは犯罪捜査等で、視覚障害者に、それ以外の
者と比較して相対的な不利益をもたらすという
ことになれば、1995年障害差別法（Disability 
Discrimination Act 1995 （c.50））に違反する可
能性があると指摘している。

5 　行政府権限の肥大化

　NIRは、その対象者数（労働人口の80％）と
情報の詳細さという点において、世界でも例を
見ない個人情報データベースである。これが行
政府の裁量権の元におかれることを危惧する声
は少なくない。
　リチャード・トーマス情報管理官

（注15）

は、2004年
7月30日のプレスリリース

（注16）

において、NIRの設
置がデータ及びプライバシー保護の観点から問
題をはらんでいることを指摘した。同氏は、こ
れほど多岐にわたる情報を収集する必要性に疑
問を呈し、公共機関及び民間部門の各種サービ
スを受けるために行われたNIRからの情報提供
の記録がNIRに残される（附則第1第 9条）こ
とで、詳細な個人生活像が丸見えとなり、さら
に、この記録が当人が知らぬ間に公共機関に利
用されることに危惧を表明した。
　2006年 IDカード法附則第1第 9条は、NIRか
ら情報提供が行われた状況、情報提供を受けた
者等の詳細が記録されることを規定している。
これにより、NIRへのアクセスが必要な公共機
関及び民間部門のサービス（例えば通院記録、
クレジットカード発給、航空券の購入等が考え
られる）を受けた記録は、悉くNIRに登録され
ることとなる。そして同法第17条は、主務大臣
がこれらの記録を、対象となる個人の同意を得
ることなく、情報部、秘密諜報部、政府通信本
部の情報機関及び重大犯罪対策機構それぞれの
長に限って、任務遂行目的のために提供するこ
とを可能としているのである

（注17）

。
　一方、対象となる個人は、2006年 IDカード法
第12条第10項及び1998年データ保護法（Data 
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Protection Act 1998 （c.29））第 7条に依拠して、
自分の個人情報の内容、目的及び当該情報の提
供記録等を確認する権利を有するが、1998年法
は国家安全保障（第28条）、犯罪捜査及び課税（第
29条）等の目的のために、この権利を制約する
ことを可能としている。この事実が情報管理官
の危惧の根底にある。
　さらにトーマス情報管理官は、同年 8月16日
付のタイムズ紙記事

（注18）

において、児童データベー
ス

（注19）

、市民情報プロジェクト
（注20）

等の政府による市民
情報データベース作成の動きが、かつての東欧
諸国やフランコ統治下のスペインで見られたよ
うな、監視社会を生み出す可能性があるとも述
べている。

　2006年 IDカード法は、制度運用のための大き
な権限を、主務大臣（内相）が委任立法による
規則又は命令によって行使することを可能とし
ている。この中には、NIRに登録される情報の
範囲を拡大すること（第 3条第 6項）、IDカー
ドを発行された個人に情報の更新又は修正を行
う義務の賦課（第10条）、公共機関に対する本人
の同意を得ない生体認証情報（附則第 1第 2条
で列挙）の提供（第20-21条）等が含まれている。
　また IDカード制度反対団体NO2ID

（注21）

は、主務
大臣が主観的な判断のみに基づいて、随意に ID
カードを取り消す権限を有する（第11条第 2項）
ことを指摘し、将来的に IDカードによる身元証
明が民間部門又は公共機関のサービスを受ける
ための重要な要件になることを考えれば、これ
は、主務大臣に市民生活の生殺与奪権を与える
ようなものであると批判している。加えてNO2ID
は、英国 IDカード制度の運用を監視する英国
ID制度管理官が、主務大臣に任命され、報告す
る立場にある（第22条）ことを指摘し、その独
立性に疑問を呈している。

6 　警察と社会的少数者

　IDカード制度は、欧州連合（EU）加盟国で
は普及した制度であり、オーストリア、フィン
ランド、フランス、イタリア、スウェーデンが
任意制度を採択し、ベルギー、ドイツ、ギリシャ、
スペインが常時携帯を義務づけている

（注22）

。人種平
等委員会

（注23）

の報告書
（注24）

は、これら欧州各国において、
警察による ID確認が社会的少数者の人種に
偏って行われる事例を示し、英国 IDカード制度
も同様に差別的に運用されかねないと指摘する。
　2006年 IDカード法は、個人が IDカードを常
時携帯することを義務づけることを禁じており
（第13条第 3項⒜号）、このことをもって、イ
ギリスで同様の事例は発生しないとする論拠と
されている。しかしLSEの報告書は、法律制定
が警察による強い働きかけを受けて成立したこ
と、警察連盟

（注25）

が職務質問及び身体検査（stop 
and search）強化のために IDカード提示の義
務づけを要求していること、さらに政府が ID
カード制度導入の目的の 1つに掲げた不法移民
取締強化には IDカード提示の義務づけが必要で
あること等を挙げ、現行の制約は長続きしない
と論じている。
　また、先述した人種平等委員会の報告書は、
2006年 IDカード法の現行規定においても、対象
者がNIRへの登録を義務づけられていれば、ID
カードの提示を求めることは、第16条第 2項⒞
号及び第3項⒞号により違法でないと指摘する。
　こうなると、警察による職務質問と身体検査
を頻繁に受ける（黒人とアジア人ではそれぞれ
白人の6倍と 2倍）社会的少数者は、IDカード
を携帯し、提示することを強いられる圧力から
免れられない。人種平等委員会の報告書は、そ
のような圧力を受けず、IDカードを携帯し提示
する必要のない白人と、それ以外の社会的少数
者との間で階層分離が進行し、人種間関係を悪
化させることを危惧している。
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　IDカード制度の導入は、2008-9年度に登録が
任意とされる段階の開始が予定されている。こ
の段階においては、「指定書類」とされる旅券
の発行と更新に付随してNIRへの登録が行われ
る。なお、2010年までは、IDカードの発給を受
けることは義務づけられない。
　NIRへの登録等は、2006年 4月 1日に内務省
所属エージェンシーの旅券局（Passport 
Service）を改組して設置された ID旅券局
（Identity and Passport Service）が担うこと
となる。
　2013年には別に法律を設け、「義務づけ」段
階として、IDカードの保有が義務づけられる予
定である。
　野党第一党の保守党はIDカード制度の廃止を
主張しており、政府は、次期総選挙（遅くとも
2010年 6 月 3 日）までに IDカードを可能な限
り普及させ、後戻りできない状況を作り出そう
としている

（注26）

。
　既に IDカード制度導入に先立つ、eパスポー
ト（所有者の写真の電子的スキャンを含むチッ
プを内蔵する）の導入及び全国70の ID旅券局事
務所の設置のために、2006年10月から旅券を、
51ポンドから66ポンドに値上げすることが決定
している。
　しかし、IDカード制度導入が捗らず、ブレア
首相が「面目を保つために」より簡便な IDカー
ド早期版導入を考えている、との電子メールが
漏洩し、2006年 7 月 9 日のタイムズ紙に掲載さ
れた
（注27）

。この電子メールは、英国 IDカード制度導
入にかかわるデヴィッド・フォオード商務局
ID・国防担当部長とピーター・スミス ID旅券
局商務部長の間で、 6月 8日から 9日の間に交
わされたものである。メールの中では、IDカー
ド制度の二重導入についての懐疑的見解と、ID
旅券局が IDカード制度が廃止されたときに備え
た契約方針を策定していることが明かされてい

る。
　内務省はこの暴露を受け、7月11日、IDカー
ド制度導入を断念したわけではないとの声明を
発表すると同時に、必要な業者入札が年末まで
延期されること、IDカード導入の時間表を見直
しの対象とすることを発表した

（注28）

。この見直しに
より、IDカード制度の導入が漸進的なものとな
り、また IDカードに登載する生体認証情報は
最低限のものに限られることになると、コン
ピュータ・ウィークリー誌は報じている

（注29）

。また
同誌は、この結果2008年導入開始は困難となる
が、IT業界はむしろ時間がかかっても受注され
る事業の枠組が明確化されることを歓迎してい
ると報じている

（注30）

。

注

＊インターネット情報はすべて2006年 8月31日現在で

ある。
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第43条　スコットランド

第 44条　略称、廃止する規定、施行、一時的規定及

び適用範囲

附則第 1　「登録簿に記録することのできる情報」

附則第 2　「廃止」

　登録

第 1条　英国 ID登録簿

⑴ 　主務大臣は、個人の登録簿（以下「英国 ID
登録簿」という。）を設置し、これを維持す
ることを義務づけられる。
⑵ 　登録簿を設置し、維持する目的は、制定法
上の目的に限られるものとする。
⑶ 　制定法上の目的とは、連合王国内の個人に
ついて、登録可能な事実の安全かつ信頼性の
高い記録の維持によって、次のことを促進す
ることをいう。
⒜ 　これらの個人が、自身に関する登録可能
な事実を、合理的に当該情報の証明を要請
する他者に証明するための、簡便な方法を
定めること。
⒝ 　これらの個人についての登録可能な事実
を、公共の利益のため必要な時はいつでも
確認し証明するための、安全かつ信頼性の
高い方法を定めること。

⑷ 　第 3項⒝号の目的の上で、公共の利益のた
めに必要であるとは、次に該当する場合をい
い、かつその場合に限る。
⒜　国家安全保障の利益に適う。
⒝　犯罪の防止及び探知の目的を有する。
⒞　出入国管理の執行の目的を有する。
⒟ 　不法就労及び不法雇用の禁止の執行の目
的を有する。
⒠ 　効率的かつ効果的な公共サービスの提供

を確保する目的を有する。
⑸ 　この法律において、「登録可能な事実
（registrable fact）」とは、個人に関する次
のものをいう。
⒜　身元情報
⒝　連合王国内における主要な居住地の住所
⒞ 　連合王国内外におけるその他の居住地の
住所

⒟　連合王国内外における旧居住地の住所
⒠ 　連合王国内外の異なる住所で居住してい
た期間

⒡　現在の在留資格
⒢　以前の在留資格
⒣ 　身元確認目的で割り振られた番号及びそ
れに関連した書類

ⅰ 　登録簿に記録された当該の個人の情報が、
他者に提供された時期についての情報

⒥ 　当該の個人自身の申請によって、登録簿
に記録された情報

⑹ 　第 5項⒣号に該当する登録可能な事実は、
（1998年データ保護法［Data Protection Act 
1998（c.29）］の意味において）繊細な個人
情報
（注1）

及び開示がそのような情報を明らかにす
るものを含まない。

⑺ 　この条において、個人の身元情報というと
きは、次の各号に掲げることをいう。
⒜　当該の個人の氏名
⒝ 　当該の個人が現在使っている、又はかつ
て使っていた名前

⒞　当該の個人の性別
⒟ 　当該の個人の生年月日及び出生地、並び
にもし既に死亡している場合は没年月日

⒠ 　当該の個人の身元確認に利用できる身体
の外見的特徴

⑻ 　この条において「在留資格」とは、個人に
関して、次のものを意味する。
⒜　当該の個人の国籍
⒝　当該の個人が連合王国に在留する資格
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⒞ 　資格が連合王国への入国及び在留の許可
から派生する場合、当該許可の期間及び条
件

第 2条　登録簿に登録された個人

⑴ 　次のいずれにも該当する個人一人ひとりに
関して、登録しなければならない。
⒜ 　登録簿に登録される資格を有すること。
⒝ 　登録簿への登録を申請していること。

⑵ 　登録簿に登録される資格を有する個人と
は、次のいずれにも該当する者をいう。
⒜ 　16歳の年齢に達し、第 3項に基づき登録
の資格から除外されることなく、かつ連合
王国内の場所に居住する者
⒝ 　連合王国内に居住している者又は連合王
国に、入国をしようとしている者であると
いう規定に該当する一人ひとりの者

⑶ 　主務大臣が定める規則は、次の場合、連合
王国内に居住する個人を、登録の資格から除
外することを定めることができる。
⒜ 　当該の個人が、取得した日から起算して、
規定された期間内に効力を失う在留資格の
行使によって、連合王国に居住していると
き。
⒝ 　当該の個人が規定に該当し、かつ連合王
国における居住期間が未だ規定された期間
に達していないとき。
⒞ 　当該の個人が、在留資格を持たないにも
かかわらず、連合王国内に居住していると
き。

⑷ 　（当該の個人が登録の申請をしたか否か、
又は登録の資格を有するか否かを問わない）
次の各号のいずれにも該当する場合、登録簿
に個人に関する登録を行うことができる。
⒜ 　その他、登録簿の登録として記録するこ
とのできる情報があること。
⒝ 　前掲の情報を登録簿に登録することが、
制定法上の目的に合致すると主務大臣が判

断していること。
⑸ 　個人について記録されたすべての情報から
なる登録簿の登録には、当該の者の英国 ID
登 録 番 号（National Identity Registration 
Number）として周知される固有の番号が付
与される。この番号は規定された要件に従わ
なければならない。

⑹ 　主務大臣は命令によって、一時的に第 2項
⒜号に指定された年齢を修正することができ
る。

⑺ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、第 6項
により定める権限を与えられた規定（他の規
定と共にか否かにかかわらず）を含む命令は、
定めてはならない。

第 3条　登録簿に記録された情報

⑴ 　情報は、登録簿に登録することが制定法上
の目的に合致しているときに限り、合致して
いる間に限り、次のように扱うことができる。
⒜ 　登録簿に登録すること。
⒝ 　登録した後、記録された状態を保つこと。
⑵ 　次に該当しない情報は、登録簿に登録する
ことができない。
⒜ 　個人の登録への記入が、附則第 1によっ
て認められた情報

⒝ 　登録簿の管理に関連して利用される、技
術的な性質を持つ情報

⒞ 　IDカードの発行及び取消しを目的とし
た、取決めの管理に関連して利用される、
技術的な性質を持つ情報

⒟ 　第 3項に則り登録簿に記録されなければ
ならない情報

⑶ 　個人についての情報は、次のいずれにも該
当する場合、（附則第 1に認められているか
否かにかかわらず）これらの個人の登録に記
録しなければならない。
⒜ 　これらの個人が、自身の登録の一部とし
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て、情報を記録する依頼を主務大臣に行っ
たとき。
⒝ 　これらの情報が、前掲の依頼の対象とす
ることのできるものであると、主務大臣の
定めた規則によって規定されたものである
とき。
⒞ 　主務大臣が、申請者の要請に則り、これ
らの情報を記録することを実行可能かつ適
切であると判断したとき。

⑷ 　登録簿における個人の登録は、これに含ま
れるこれらの個人の情報が当人の同意なく提
供された時期に関して、附則第 1第 9条に該
当する情報を含まなければならない。
⑸ 　次の場合、この法律の目的のために、指示
が関連する情報が正確かつ完全なものである
との決定的な推論がなければならない。
⒜ 　主務大臣と個人が、登録簿におけるこれ
らの個人の登録に記録すべきことに関し
て、同意したとき。
⒝ 　主務大臣が、これらの個人に関して記録
すべきことを、同意によって決定するとす
る指示を下し、これを取消していないとき。

⑹ 　主務大臣は命令によって、附則第 1によっ
て一時的に定められた情報を修正することが
できる。
⑺ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、登録簿
に記録することのできる情報を追加するため
の規定（他の規定と共にか否かにかかわらず）
を含む命令は、定めてはならない。
⑻ 　次に該当する命令を含む委任立法は、議会
のいずれかの院の決議に従って無効とされる。
⒜ 　主務大臣がこの条によって定める権限を
付与された規定を含んでいるもの。
⒝ 　草案が議会に提出され、各院の決議によ
る承認を得ることが必要な命令ではないも
の。

第 4条　登録等の目的のための書類の指定

⑴ 　主務大臣は命令によって、この法律の目的
のために書類の種類を、指定することができ
る。

⑵ 　この法律の目的のために、書類の種類を指
定する命令の対象となる唯一の書類は、制定
法により若しくは制定法の下であるか又はそ
の他の方法によるかを問わず、第 3項で言及
された者が発行することを認められ、又は要
請される書類に限られる。

⑶ 　この項に該当する者とは次のものをいう。
⒜ 　閣内相
⒝ 　政府省庁
⒞ 　北アイルランド自治政府の省庁
⒟ 　ウェールズ国民議会
⒠ 　制定法によってか、またはそれに基づい
て付与された、国王のために遂行するべき
職務を遂行する者

⑷ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、この条
に基づいて定められた規定（他の規定と共に
か否かにかかわらず）を含む命令は、定めて
はならない。

第 5条　登録簿の登録に関連した申請

⑴ 　個人による登録簿への登録の申請は、次の
いずれの方法によっても行うことができる。
⒜ 　規定された態様により、指定書類の申請
に含まれること。

⒝ 　規定された態様により、主務大臣に直接
提出されること。

⑵ 　指定書類発行の申請が個人によって行われ
た場合、これらの申請は次のいずれかのこと
を行わなければならない。
⒜ 　これらの個人による、登録簿への登録の
申請を含んでいること。

⒝ 　これらの個人が既に登録簿に登録されて
いることを言明し、登録の内容を確認する
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こと。
⒞ 　これらの個人が既に登録簿に登録されて
いることを言明し、申請によって通知され
た変更に従って、登録の内容を確認するこ
と。

⑶ 　個人が次の申請を行う場合、申請には規定
された情報を添付させなければならない。
⒜ 　登録簿に登録されるための申請
⒝ 　この法律の目的のために、これらの個人
の登録の内容を（変更の有無にかかわらず）
確認する申請

⑷ 　個人が第 3項⒜号又は⒝号に該当する申
請を行った場合、主務大臣は次の目的のため
に適合すると考えるところに従い、これらの
個人に第 5項で指定されたことのうち 1又は
複数のことを行うよう要請することができる。
⒜ 　申請の結果として登録簿に登録される、
これらの個人の情報を検証すること。
⒝ 　その他、登録簿にこれらの個人について
の登録が、完全、最新かつ正確なものであ
ることを保証すること。

⑸ 　第 4項に基づいて、個人が行うことを要請
されることとは、次のことをいう。
⒜ 　同意した場所に、同意した時間に赴くか、
（同意がない場合には）指定された場所に、
指定された時間に赴くこと。
⒝ 　その者の指紋及びその他の生体認証情報
の採取及び記録をさせること。
⒞ 　その者の写真を撮影させること。
⒟ 　その他、主務大臣に要請される情報を提
供すること。

⑹ 　この条に基づく規則は、制定法上の目的の
ために、主務大臣によって要請された情報で
ない限り、個人に他の者へ情報を提供するこ
とを要請してはならない。

　IDカード

第 6条　IDカードの発行等

⑴ 　この法律の目的の上で、IDカードとは、次
の各号に該当するカードをいう。
⒜ 　主務大臣により、又は指定書類の一部若
しくはそれに添付して個人に発行されてい
ること。

⒝ 　その個人に関して、第 2項で指定された
いずれのことをも行うこと。

⑵ 　この項に該当することとは次のことをいう。
⒜ 　その個人について、登録簿の登録の一部
として既に記録された、登録可能な事実を
記録していること。

⒝ 　カードを使うことで、登録簿における個
人の登録における規定された部分に記録さ
れた情報の申請を促進するため、又はその
他情報提供を受ける資格を有する個人にこ
れらの情報を提供することを促進すること。

⑶ 　個人に発行された IDカードには、次の各
号の規定に従う。
⒜ 　規定された情報に限って、記録しなけれ
ばならない。

⒝ 　前掲の情報の規定された部分を、暗号化
して記録しなければならない。

⒞ 　規定された期間内においてのみ有効とす
る。

⒟ 　そのカードを発行した者の財産であり続
ける。

⑷ 　規定された事例を除き、次のいずれにも該
当する限り、IDカードは個人に発行されなけ
ればならない。ただしこの項は、第 7項⒜号
から⒞号に該当する申請に基いて発行された
指定書類の一部としてか、それと共に個人に
発行されることを要請するものではない。
⒜ 　その者が登録簿に登録される資格を有し
ているか、強制登録の対象であること。

⒝ 　その者が、規定された登録可能な事実を
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登録簿に記録されている本人であること。
⑸ 　規定された事例においては、次に該当する
個人に対して、IDカードを発行することがで
きる。
⒜ 　IDカードを発行されることを要請されて
いないこと。
⒝ 　前号の規定にもかかわらず、その者に関
して規定の登録可能な事実が登録簿に記録
されている本人であること。

⑹ 　個人に関する IDカードは、個人による、
次のいずれかに該当する申請に基づくもので
ない限り、発行されない。
⒜ 　登録簿への登録の申請に伴うものである
こと。
⒝ 　規定された態様によって、（変更の有無に
かかわらず）その個人に関する登録簿の登
録の内容を確認していること。

⑺ 　前から IDカード保有者でない個人が指定
書類の発行を求める申請を行うとき、その者
の申請は次のいずれにも該当する場合を除き、
規定された態様によって、カード発行を求め
る申請を含んでいなければならない。
⒜ 　2010年 1 月 1 日より前に申請が行われて
いること。
⒝ 　申請された指定書類が（1971年移民法
［Immigration Act 1971（c.77）］におけ
るものと同じ意味において）連合王国の旅
券であること。
⒞ 　書類発行を求める申請が、カード発行を
望まないとするこれらの個人の声明を含ん
でいること。

⑻ 　その他の IDカード発行の申請には次のこ
とが適用され、かつ⒝号の目的のための規則
は、申請が指定書類発行のために指定書類担
当官庁に行われた場合においても、当該の官
庁にIDカード発行を申請することを認めるこ
とができる。
⒜ 　規定された態様に限って行うことができ

る。
⒝ 　主務大臣に対してか、規定された事例に
おいては、指定書類担当官庁に対して行う
ことができる。

⒞ 　規定された情報が付随していなければな
らない。

⑼ 　主務大臣は、規則の草案が議会各院に提出
され、各院の決議によって承認されていない
限り、（他の規定と共にか否かにかかわらず）
次のことを規定することを含む規則を定める
ことはできない。
⒜ 　IDカード内又はカード上に記録される情
報

⒝ 　当該のカード内又はカード上に情報を記
録する形式

⒞ 　第 4項⒝号の目的の上で関連のある登録
可能な事実

第 7 条　強制登録をした者のための IDカード

の更新

⑴ 　この条は、個人に次のいずれの規定にも該
当する場合、適用される。
⒜ 　強制登録の対象であること。
⒝ 　登録簿に登録されていること。
⑵ 　次のいずれかが該当する個人は IDカード
を規定された期間内に申請しなければならな
い。
⒜ 　有効なカードを保有しているが、その
カードは規定された期間内に失効すること
となっている。

⒝ 　有効なカードを保有していない。
⑶ 　この条に従って、個人が IDカードを申請
する場合、主務大臣は次の目的のために適切
と考える第 4項に掲げることの内一若しくは
複数のことをその者に行うように要請するこ
とができる。
⒜ 　申請の目的のために提供された情報を検
証すること。
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⒝ 　その他、登録簿におけるこれらの個人の
登録を、完全、最新かつ正確なものである
ことを保証すること。

⑷ 　第 3項に基づいて、個人が行うことを要請
されてることとは、次に掲げることをいう。
⒜ 　同意した場所に、同意した時間に赴くか、
（同意がない場合には）指定された場所に、
指定された時間に赴くこと。
⒝ 　これらの個人の指紋及びその他のその個
人自身の生体認証情報の採取及び記録をさ
せること。
⒞ 　その者自身の写真を撮影させること。
⒟ 　その他、主務大臣に要請される情報を提
供すること。

⑸ 　次のいずれかのことに違反した個人は、
1000ポンド以下の民事制裁金を科する。
⒜ 　第 2項によって課された要件
⒝ 　第 3項に基づいて課された要件

第 8条　指定書類を発行する者の職務

⑴ 　指定書類担当官庁は、次のいずれの号にも
該当する場合に限り、個人に対し指定書類を
発行することができる。
⒜ 　当該の個人が、指定書類の発行の申請に
関して、この法律により、又はそれに基づ
く要件に従ったと判断していること。
⒝ 　主務大臣が、登録簿に登録を設けるか、
当該の登録の内容を（変更の有無にかかわ
らず）確認する申請の相当部分を考慮し、
処理したと判断していること。
⒞ 　これらの個人が、有効な IDカードを保
有しているか否かが確認されていること。

⑵ 　個人に対して指定書類を発行する指定書類
担当官庁は、次に該当する場合、当該の書類
と共に、規定された要件を満たす IDカードを
必ず発行しなければならない。
⒜ 　これらの個人が以前から有効な IDカー
ドを保有していないこと。

⒝ 　指定書類が、第 6条第 7項⒜号から⒞号
までの規定に該当しない場合において申請
に基いて発行されていること。

⑶ 　主務大臣が定める規則は、指定書類担当官
庁が次の各号に該当する申請すべての取扱い
方を規制する要件を課することができる。
⒜ 　当該の官庁に行われた、登録簿への登録
を求める申請

⒝ 　当該の官庁に行われた、（指定書類の申請
の一部として行われたものか否かを問わな
い）IDカードの発行を求める申請

⒞ 　当該の官庁に行われた、登録の内容を（変
更の有無にかかわらず）確認する申請

⑷ 　主務大臣が定める規則は、IDカードと共に
発行された指定書類が次のいずれかの号に該
当する場合、指定書類担当官庁に対して主務
大臣に通知するように要請することもできる。
⒜ 　修正され、停止され、又は廃止された場
合

⒝ 　返納を要請される場合
⑸ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、第 2項
の目的のための要件の規定（他の規定と共に
か否かにかかわらず）を含む命令は、定めて
はならない。

　登録簿の正確性の維持等

第 9 条　登録簿を確認するため情報提供を要請

する権限

⑴ 　この条に基づいて要件を課することのでき
る者が、次のいずれかを確認するために利用
することのできる情報を有していると、主務
大臣に思われた場合、主務大臣はこれらの者
に情報提供を要請することができる。
⒜ 　個人について、登録簿に記録されたもの。
⒝ 　主務大臣又は指定書類担当官庁に対して、
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登録簿の登録に記録する目的のために情報
提供されたもの。
⒞ 　その他主務大臣が、登録簿に個人につい
て記録する目的のために利用可能なもの。

⑵ 　この条に基づいて要件を課することのでき
る者が、次のいずれかを確認するために利用
することのできる情報を有していると指定書
類担当官庁に思われる場合、指定書類担当官
庁はこれらの者に情報提供を要請することが
できる。
⒜ 　指定書類又は IDカードの発行又は変更
を申請した個人について、登録簿に記録さ
れた。
⒝ 　主務大臣又は指定書類担当官庁に対して、
登録簿の登録に記録する目的のために情報
提供された。

⑶ 　指定された期間内に要件に従うことは、次
に該当する者の義務とする。
⒜ 　この条に基づいて情報を提供することを
要請されていること。
⒝ 　その情報を有していること。

⑷ 　要件は、この条に基づき、この条の目的の
ために指定された者に対し、主務大臣によっ
て定められた命令によって課することができ
る。
⑸ 　前項に規定された命令によって指定される
者は、次の者を含む。
⒜ 　閣内相
⒝ 　政府の省庁
⒞ 　北アイルランド自治政府の省庁
⒟ 　ウェールズ国民議会
⒠ 　その他、制定法により、又はそれに基づ
いて付与された、国王のために遂行する職
務を遂行する者

⑹ 　この条に基づいて、要件を課する対象とな
る個人を指定する命令を定める主務大臣の権
限は、以下のいずれの号に該当することを定
める権限を含む。

⒜ 　提供を求められている情報を提供する義
務がその要求を課しているものに対して負
うべきものであること。

⒝ 　前号に規定された義務は、次に掲げる民
事手続によって強制執行することができる。
ⅰ 　差止命令請求手続
ⅱ 　1988年民事上級裁判所法（Court of 
Session Act 1988（c.36））第45条に基
づく、法的義務の特定履行請求手続

（注2）

ⅲ 　その他請求手続（remedy or relief）
⑺ 　主務大臣は適当であると考えた事例（あれ
ば）において、この条に則り、情報提供に関
して情報提供者に支払いを行うことができる。

⑻ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、この条
に基づいて定めることを認められた規定（他
の規定と共にか否かにかかわらず）を含む命
令は、定めてはならない。

第10条　登録簿の正確性に影響する変更の通知

⑴ 　IDカードを発行された個人は、主務大臣に
次のことについて通知しなければならない。
⒜ 　その者に関して登録簿に記録された情報
に影響する状況について規定されたあらゆ
る変化

⒝ 　その者が気づいた情報のあらゆる誤り
⑵ 　この条の目的のための通知は、次のいずれ
の号にも従わなければならない。
⒜ 　規定された態様によること。
⒝ 　状況が発生し、又は当該の個人が誤りに
気づいてから、規定された期間内であるこ
と。

⑶ 　個人がこの条の目的のために通知を行った
とき、主務大臣は次の目的のために適切と考
える第 4項に掲げることの内一若しくは複数
のことをその者に行うように要請することが
できる。
⒜ 　通知された変更の結果として、又は誤り
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を正す目的のために、これらの個人につい
て登録簿に登録されうる情報を検証するこ
と。
⒝ 　その他、登録簿におけるこれらの個人の
登録を、完全、最新かつ正確なものである
ことを保証すること。

⑷ 　第 3項に基づいて個人が要請されることと
は、次に掲げることとする。
⒜ 　同意した場所に、同意した時間に赴き、
又は（同意がない場合には）指定された場
所に、指定された時間に赴くこと。
⒝ 　その者の指紋及びその他のその者自身の
生体認証情報の採取及び記録をさせること。
⒞ 　その者自身の写真を撮影させること。
⒟ 　その他、主務大臣に要請される情報を提
供すること。

⑸ 　この条に基づく規則は、制定法上の目的の
ために、主務大臣によって要請された情報で
ない限り、個人に他の者へ情報を提供するこ
とを要請することができない。
⑹ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、この条
に基づいて定めることを認められた規定（他
の規定と共にか否かにかかわらず）を含む命
令は、定めてはならない。
⑺ 　この条により、又は基いて課せられた要件
に違反した個人には、1000ポンド以下の民事
制裁金を科する。

第11条　IDカードの無効及び返納

⑴ 　規則は、IDカードが発行された者に対して、
カードが次のいずれかの状態にあり、又はそ
の疑いがある場合、主務大臣及びその他規定
された者に通知することを要請することがで
きる。
⒜ 　紛失
⒝ 　盗難
⒞ 　破損

⒟ 　改竄
⒠ 　破壊
⑵ 　主務大臣は次のように思われる場合、ID
カードを取り消すことができる。
⒜ 　カードが不正確又は不完全な情報に依拠
して発行されたこと。

⒝ 　カードが紛失、盗難、破損、改竄又は破
壊されていること。

⒞ 　登録簿におけるカード保有者の登録に記
録された情報に修正があること。

⒟ 　その他状況の変化により、カード内の又
はカードに関する情報を修正する必要があ
ること。

⒠ 　主務大臣が再発行すべきであると決定し
た種類のカードに該当する IDカードであ
ること。

⑶ 　次に該当する IDカードの保有者は、それ
が分かっている場合、実行可能な限り速やか
に、カードを返納しなければならない。
⒜ 　発行された個人の合法的な権限のないこ
と。

⒝ 　主務大臣の許可がないこと。
⑷ 　ある個人の所有する IDカードが次の条件
に該当すると思われるとき、主務大臣はその
者に対し指定した期間内にカードを返納する
ように要請することができる。
⒜ 　他の者に発行された IDカードであるこ
と。

⒝ 　満期を迎え、取り消され、又はその他無
効の IDカードであること。

⒞ 　取り消されてはいないが、主務大臣が再
発行すべきであると決定した種類のカード
に該当する IDカードであること。

⒟ 　関連する要件に違反した結果、これらの
者が保有することとなった IDカードであ
ること。

⑸ 　第 3項及び第 4項に従って IDカードを引
き渡すときは、次の者に返納されなければな
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らない。
⒜ 　主務大臣
⒝ 　指定書類担当官庁により発行されたカー
ドの場合は、主務大臣又は当該の官庁

⑹ 　次の各号に掲げる規定のいずれかに課され
た要件に違反した者には、1000ポンド以下の
民事制裁金を科する。
⒜ 　第 1項に基づく規則
⒝ 　第 3項又は第 4項

⑺ 　この条においては、次の規定に従う。
⒜ 　カードが破損したことへの言及は、カー
ド内又はカード上のものが読めない、若し
くは読めなくなったこと、又はその他利用
できなくなったことへの言及を含む。
⒝ 　カードが改竄されたことに関する言及は、
カード内又はカード上の情報が違法な目的
のために修正されたこと、若しくは複製さ
れたこと、又はその他同様の目的のために
引き出されたことへの言及を含む。

⑻ 　この条において「関連する要件」とは、次
の各号のいずれかにより課された、主務大臣
若しくはその他の者にIDカードを返納又はそ
の他届ける要件をいう。
⒜ 　第39条に基づく命令の効力
⒝ 　その他書類を返納することに関連した制
定法

　証明目的等のための登録簿からの情報提供

第 12条　証明目的又はその他同意を得た上での

情報の利用

⑴ 　主務大臣は、次の各号のいずれかに該当す
る場合、ある者に対して、登録簿における個
人の登録に記録された情報を提供することが
できる。
⒜ 　その者に対して情報を提供する申請が、
その個人により行われ、又はその権限を得

ていること。
⒝ 　これらの個人がその他のかたちで、これ
らの者への情報提供に同意していること。

⑵ 　この条に基づいてこれらの者に提供するこ
とのできる個人についての唯一の情報は、以
下の各号に掲げるものをいう。
⒜ 　附則第 1の第 1条、第 3条又は第 4条に
該当する情報（氏名、出生日及び出生地、
性別、住所、滞在資格、識別番号及び識別
文書の有効性）

⒝ 　登録簿に記録された個人のあらゆる写真
に含まれる情報

⒞ 　前号の記録された個人の署名についての
情報

⒟ 　個人に発行された IDカードが有効であ
るか否か、及び有効でないときの理由につ
いての情報

⒠ 　第 3条第 3項によって、個人の要請によ
り登録簿に記録された情報

⒡ 　個人についての情報の申請を目的として、
附則第 1第 8条によって、記録された質問
事項

⒢ 　主務大臣に提出された第 3項に該当する
情報が、登録簿におけるその個人の登録に
記録された当該情報と一致することの確認
の許諾又は拒絶に限定する情報

⒣ 　登録簿におけるこれらの個人の登録がこ
の項に該当する特に定められた情報を含む
ことの確認の許諾又は拒絶に限定する情報

⑶ 　この項に該当する情報とは、次のものをい
う。
⒜ 　指紋に含まれる情報
⒝ 　その他の生体認識情報
⒞ 　これらの個人についての情報の申請を目
的として使われる番号

⒟ 　利用されるパスワード又は暗号
⒠ 　質問に対して利用される回答
⑷ 　主務大臣は次のことを行うことができる。
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⒜ 　命令によって、第 2項及び第 3項を改正
すること。
⒝ 　規則によって、この条に基づき提供する
ことのできる情報について、この条に含ま
れたものに加えて制約を課すること。

⑸ 　命令によって第 2項及び第 3項を修正する
ことのできる権限は、次のものを含まない。
⒜ 　第 2項を省略する権限
⒝ 　附則第 1第 9条に該当する情報を、第 2
項又は第 3項いずれかに追加する権限

⑹ 　主務大臣はまた、規則によって次の各号に
掲げることについての規定を定めることがで
きる。
⒜ 　第 1項の目的のための権限又は同意を与
える方法
⒝ 　第 1項の目的のための申請を行うことが
できる者及び状況
⒞ 　前掲の申請を行う方法

⑺ 　主務大臣は、規則によって、この条に基く
情報提供の条件として、次の条件を課するこ
とができる。
⒜ 　情報提供を受ける者が、自身に関して規
定された詳細を、主務大臣に登録している
こと。
⒝ 　これらの者及び情報提供を申請している
者が、（両者が別人である場合）主務大臣に
よって、規定された態様で一時的に承認さ
れていること。
⒞ 　申請を目的として使われる装置及び情報
の受取り及び保存に使われる装置が、規則
中に指定され、又は規則に基いて決定され
た者により、規定された態様で一時的に承
認されていること。

⑻ 　この条に基いて個人の情報を他の者に提供
することのできる主務大臣の権限は、情報の
提供が他の者に関連して、第 7項⒜号及び⒝
号によって課された条件を満たした場合に
限って行使することができる。

⑼ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、第 4項
⒜号によって定めることを認められた規定
（他の規定と共にか否かにかかわらず）を含
む命令は、定めてはならない。

⑽ 　この条により又はこの条に基づいて個人に
提供することのできる情報について課された
制約は、この法律以外における、個人の登録
簿の登録の内容についての情報をこれらの個
人が受け取る権利に影響しない。

　必要とされる身元の確認

第 13条　身元の確認を公共サービスの条件とす

る権限

⑴ 　規則により、公共サービスを提供する者が、
ある個人にサービスを提供するに当たって、
当該の個人に次の各号に掲げるいずれかのも
のを提出することを条件とすることを許可し、
又要請する規定を定めることができる。
⒜ 　IDカード
⒝ 　これらの者に関する記録可能な情報
⒞ 　前 2号の双方
⑵ 　この条に基く規則は、サービスを受ける個
人が強制登録に服すべき個人の条件を備えた
者である場合を除き、次のいずれかのことに
条件を課することを認め、又は要請すること
ができない。
⒜ 　個人が制定法に基づき、又は則り、支払
いを受ける資格

⒝ 　無償で提供されるべき公共サービスの提
供

⑶ 　この条のいかなる規定も、個人が次のいず
れものことを行うことを要請する規則を制定
する権限を与えるものではない。
⒜ 　IDカードを常時携帯すること。
⒝ 　前記のカードを、公共サービス提供の申
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請又は申請した公共サービスの提供以外の
目的のために提示すること。

第14条　第13条に基づく規則の手続

⑴ 　第13条に基いて規則を定める権限は、次の
各号に定める者により行使される
⒜ 　ウェールズ公共サービスの提供に関して
は、ウェールズ国民議会
⒝ 　北アイルランド公共サービスの提供に関
しては、この目的のために、第一大臣及び
副第一大臣の命令によって指名された北ア
イルランド自治政府の省庁
⒞ 　⒜号又は⒝号に基づいて他の者が行使す
ることのできない範囲内の者については主
務大臣

⑵ 　第 1項においては、次の定めるところに従
う。
⒜ 　ウェール公共サービスへの言及は、その
提供がウェールズ国民議会の職務に関連す
る範囲内で、ウェールズにおいて提供され
る公共サービスへの言及とする。
⒝ 　北アイルランド公共サービスへの言及は、
その提供が（1998年北アイルランド法
［Northern Ireland Act 1998（c.47）］ 第
4条第 1項の意味において）移管事項

（注3）

であ
る範囲内で、北アイルランドにおいて提供
される公共サービスへの言及とする。

⑶ 　主務大臣又は北アイルランド自治政府の省
庁は、規則が次に該当しない場合、第13条に
与えられた権限によって定められた規定を含
む規則を、（他の規定と共にか否かにかかわ
らず）定めることはできない。
⒜ 　主務大臣が定める規則の場合、草案が議
会各院に提出され、各院の決議によって承
認されていること。
⒝ 　北アイルランド自治政府の省庁が定める
規則の場合、草案が北アイルランド議会に
提出され、各院の決議によって承認されて

いること。
⑷ 　次の各号のいずれかの前に、規則の提案を
する者は、規則によって影響を受ける可能性
の高い公衆に第 5項で言及する事項を周知さ
せ、提案について協議するために適切と思わ
れる措置を講じなければならない。
⒜ 　第13条に基づく規則の草案が、議会各院
又は北アイルランド議会に提出されること。

⒝ 　同条に基づく規則が、ウェールズ国民議
会に定められること。

⑸ 　前項でいう事項とは、次のものをいう。
⒜ 　規則を定める理由
⒝ 　この法律によるのとは別の形で与えられ
る権限に依拠することができない理由

⑹ 　次に掲げる場合においては、第13条に基い
てサービス提供に条件を課し、又はこれらの
条件に関する規定を定めるための規定は、指
定され、又は定められた者との協議の後に限
り行使することができる。
⒜ 　公共サービス提供のための条件を課する
権限が、この法律に含まれない制定法に
よって行使することができる場合

⒝ 　権限が制定法によって指定され又は指名
された者と協議を行ったときに限って行使
することができる場合

第15条　登録簿による身元確認を定める権限

⑴ 　主務大臣は規則によって、次の各号のいず
れかに該当する公共サービスを提供する者に、
サービスの提供を申請した個人についての登
録可能な事実を、確認し、又は検証すること
を目的として、必要とされる登録簿登載情報
の提供を受ける権限を与える規定を定めるこ
とができる。
⒜ 　第13条に基いて関連した条件が課されて
いる者

⒝ 　その他の制定法により、若しくはそれら
に基づき、IDカード若しくは登録可能な事
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実の証拠又はその両方を提示する条件が課
されている者

⑵ 　この条に基づく規則は、何人に対しても附
則第 1第 9条に該当する情報を提供する権限
を与えることはできない。
⑶ 　主務大臣は規則によって、次の各号に掲げ
ることに関する規定を定めることができる。
⒜ 　この条に基く情報提供のための申請をお
こなうために従わなければならない態様
⒝ 　これらの申請を行うことができる者及び
状況
⒞ 　これらの申請に応えて提供することので
きる情報及びその提供の態様

⑷ 　主務大臣は、規則によって、次に掲げるこ
とを、この条に基づく情報提供の条件とする
ことができる。
⒜ 　情報提供を受ける者が、主務大臣宛に、
自分自身に関する規定された詳細を登録し
ていること。
⒝ 　これらの者及び情報の申請者（別人であ
る場合）が、規定された態様により、主務
大臣に一時的に認められていること。
⒞ 　申請を目的として使われる装置及び情報
の受取り及び保存に使われる装置が、規則
中に指定され、又は規則に基いて決定され
た者により、規定された態様で一時的に承
認されていること。

⑸ 　この条に基き、ある個人に関する情報を別
の者に提供する主務大臣の権限は、提供を受
ける者に関して、第 4項⒜号及び⒝号に基づ
いて課された条件が満たされている場合に
限って行使することができる。
⑹ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、この条
に基づいて定めることを認められた規定（他
の規定と共にか否かにかかわらず）を含む命
令は、定めてはならない。
⑺ 　この条に基く規則の草案が議会各院に提出

されるに先立ち、主務大臣は、次のことを確
保するために必要と思われる措置を講じなけ
ればならない。
⒜ 　連合王国の公衆が、規則を定めるための
提案の理由を知らされていること。

⒝ 　その提案について公衆と協議すること。
⑻ 　この条において、「制定法（enactment）」
とはスコットランド議会の法律を構成する法
規を含むものとする。

第 16条　IDカードの提出を要請することの禁止

⑴ 　ある個人に関連して、何らかの行為を行う
に際して、これらの個人が次に掲げることを
行うことをその条件とすることを違法とする。
⒜ 　これらの個人に関する登録に記録された
情報を、これらの個人に対して提供するよ
うに、第12条第 1項に基づく申請を行うこ
と。

⒝ 　1998年データ保護法（Data Protection 
Act 1998（c.29））第 7条

（注4）

によって付与された、
これらの個人に関する登録に記録された情
報を取得する権限を行使すること。

⒞ 　これらの個人に関する登録に記録された
ことについての情報を、ある者に対して提
供すること。

⑵ 　第 3項に該当しない場合において、いかな
る者も次のことをすることは違法とする。
⒜ 　ある個人に関連して、何らかの行為を行
うに際して、これらの個人が自身に関する
登録に記録された情報を他の者に対して提
供を保証するために、第12条第 1項の目的
の上で申請を行い、又は申請に対して権限
又は同意を与えることを条件とすること。

⒝ 　ある個人に関連して、何らかの行為を行
うに際して、これらの個人が IDカードを
提示することで身元を証明することを条件
とすること。

⒞ 　その他個人に対してカードを提示する要
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件を課すること。
⑶ 　個人に関連して、第 2項中に言及された条
件又は要件を課することができる場合とは、
次の定めるところに従う。
⒜ 　第13条に基く規則に則り、又は若しくは
その他の法規により、もしくはそれらに基
づいて定められた規定に則り、その条件若
しくは要件が課されたとき。
⒝ 　個人の身元を証明するために、代わりと
なる合理的手段を用いることで、その他の
条件又は要件を満たすことを許可する規定
が定められているとき。
⒞ 　個人が、強制登録の対象として特に定め
られているとき。

⑷ 　個人に関連して、又は個人に直接条件又は
要件を課さないこととする、この条による個
人の義務は、これらの個人に対して負うべき
義務であり、次の各号のいずれかに掲げるこ
とを目的とした民事手続により、その個人が
執行することができる。
⒜ 　履行命令又は差止命令
⒝ 　その他救済又は賠償

⑸ 　この条において、「制定法（enactment）」
とは、スコットランド議会の法律を構成する
法規を含むものとする。

　登録された情報のその他の許可された利用

第17条　公共機関等

⑴ 　主務大臣は、次の各号に掲げる場合、個人
の同意なく、これらの個人に関する登録に記
録された情報を、ある者に対して提供するこ
とができる。
⒜ 　情報の提供が、この条によって認められ
ている場合
⒝ 　情報の提供に関して、第21条により又は
同条に基づいて課された要件が遵守されて

いる場合
⑵ 　情報の提供は、次の各号のいずれかに該当
する者である場合には、この条により認めら
れる。
⒜ 　情報部（Security Service）の職務遂行
に結びついた目的のための、情報部部長
（Director-General）への情報提供

⒝ 　秘密諜報部（Secret Intelligence Service）
の職務遂行の目的のための、秘密諜報部部
長（Chief）への情報提供

⒞ 　政府通信本部（Government Communications 
Headquarters）の職務遂行の目的のため
の、政府通信本部部長（Director）への情
報提供

⒟ 　重大組織犯罪対策機構（Serious Organised 
Crime Agency）の職務遂行の目的のため
の、重大組織犯罪対策機構の機構長（Director 
General）への情報提供

⑶ 　警察隊本部長（chief offi  cer of police）へ
の附則第1第 9条に該当しない情報の提供は、
次の各号のいずれかに該当する場合、この条
によって認められる。
⒜ 　国家安全保障の利益に適うこと。
⒝ 　犯罪の防止及び探知に関連する目的のた
めであること。

⒞ 　その他、主務大臣が指定した目的のため
であること。

⑷ 　附則第1第 9条に該当しない情報の提供は、
次の各号のいずれかに該当するとき、情報が
歳入・関税局委員（Commissioners for Her 
Majesty's Revenue and Customs）に提供さ
れる場合に、この条によって認められる。
⒜ 　国家安全保障の利益に適うこと。
⒝ 　犯罪の防止及び探知に関連する目的のた
めであること。

⒞ 　委員が罰金を賦課する権限を有する行為
の防止、探知及び捜査並びに罰金の賦課に
関連する目的のためであること。
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⒟ 　委員の監督及び管理の下にあるあらゆる
こと及び制定法に基き委員が義務を有する
その他の事項に関連して、委員に提供され
た情報の確認を促進する目的のためである
こと。
⒠ 　国民保険料又は国民保険番号に関連し
た、委員の職務に関連する目的のためであ
ること。
⒡ 　その他、主務大臣が指定した目的のため
であること。

⑸ 　次の者への附則第 1第 9条に該当しない情
報の提供は、担当の省庁又は省庁大臣の規定
された職務の遂行に関連した目的のために、
情報が次の各号いずれかに掲げる者に対して
提供される場合には、この条によって認めら
れる。
⒜ 　規定された政府省庁
⒝ 　規定された北アイルランド政府省庁

⑹ 　指定書類担当官庁への情報の提供は、指定
書類担当官庁の次の各号のいずれかに該当す
る権限若しくは責任の行使若しくは執行を目
的として提供される場合には、この条によっ
て認められる。
⒜ 　この法律による権限又は責任
⒝ 　指定書類の発行又は修正に関わる、その
他の権限又は責任

⑺ 　この条により、ある者への情報提供を認め
る命令又は規則を定めることのできる主務大
臣の権限は、これらの者への情報提供が公共
の利益のために必要である状況下における情
報提供を認めることを目的とする場合に限り、
行使することができる。
⑻ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、（他の
規定と共にか否かにかかわらず）この条に基
づいて定めることを認められ規定を含む命令
又は規則を定めることはできない。
⑼ 　この条において、以下の規定に掲げる用語

の解釈は、当該規定の定めるところによる。
　 　「警察隊本部長（chief offi  cer of police）」
は次のものをいう
⒜ 　イングランド及びウェールズにおける警
察管区において維持される警察隊の本部長

⒝ 　1967年警察（スコットランド）法（Police
（Scotland）Act 1967 （c.77））に基づいて
維持される警察隊（police force）の本部
長（chief constable of police）

⒞ 　北アイルランド警察（Police Service of 
Northern Ireland） の 本 部 長（Chief 
Constable）

⒟ 　国防省警察（Defence Police）の本部長
（Chief Constable）

⒠ 　 民 間 核 施 設 保 安 隊（Civil Nuclear 
Constabulary）の本部長（Chief Constable）

⒡ 　運輸警察（British Transport Police）の
本部長（Chief Constable）

⒢ 　ジャージー州警察隊（States of Jersey 
Police Force）の本部長（chief offi  cer）
⒣ 　ガーンジー島の有給警察隊（salaried 
police force of the Island of Guernsey）の
本部長（chief offi  cer）
ⅰ 　マン島警察隊（Isle of Man Constabulary）
の本部長（Chief Constable）

　 　「政府通信本部」は、1994年諜報部法
（Intelligence Services Act 1994（c.13））に
おけるものと同じ意味を有する。

⑽ 　この条のいずれの規定も、この条の外で情
報を開示する権限を制限するものと解釈して
はならない。

第18条　犯罪の防止及び探知

⑴ 　主務大臣は、次の各号に該当する場合、個
人の同意なく、これらの個人に関する登録に
記録された情報を、ある者に対して提供する
ことができる。
⒜ 　情報の提供が、この条によって認められ
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ている場合
⒝ 　情報の提供に関して、第21条により又は
第21条に基づいて課された要件が遵守され
ている場合

⑵ 　ある者への附則第 1第 9条に該当しない情
報の提供は、情報が2001年反テロリズム、犯
罪及び安全保障法（Anti-terrorism, Crime 
and Security Act 2001（c.24））第17条第 2
項⒜号から⒟号（刑事訴訟と探知）までに指
定された目的

（注5）

のために提供されるときは、（第
17条により別途認められていない限りにおい
て）この条によって認められる。
⑶ 　2001年反テロリズム、犯罪及び安全保障法
第18条（海外の目的のための情報開示に対す
る制限）は、同法第17条が適用する権限

（注6）

を行
使する情報開示に適用するため、第 2項によ
る情報提供に関連して効力を有する。
⑷ 　附則第 1第 9条に該当する情報の提供は、
その情報が次の各号に掲げる条件の下で提供
されるものである場合、この条によって認め
られる。
⒜ 　第17条第 3項から第 5項までの規定によ
り情報の提供を受けることができる者に対
して提供されるもの、又はこの条の第 2項
に言及されたところに従い行われるもので
あること。
⒝ 　重大犯罪の防止及び探知に関連する目的
のために提供されるものであること。

第19条　不正確かつ不完全な情報の是正

⑴ 　この条は次の各号に掲げる場合に適用する。
⒜ 　個人についての情報が、確認目的のため
に主務大臣又は指定書類担当官庁に提供さ
れている。
⒝ 　情報が一又は複数の項目において、不正
確若しくは不完全であると主務大臣に思わ
れる。

⑵ 　主務大臣は、個人の同意なく、不正確若し

くは不完全な情報を提供した者に、次の各号
に掲げることについての情報を提供すること
ができる。
⒜ 　情報が不正確又は不完全であるとされる
箇所

⒝ 　不正確若しくは不完全な情報が関連する
事項に関連して、実際にこれらの個人の登
録に記録されていること。

⑶ 　この条に基くある者への情報提供は、第21
条により又は同条に基いて課された要件の遵
守を条件とする。

⑷ 　個人についての情報を確認目的のために提
供することについての言及は、主務大臣又は
指定書類担当官庁が次の各号に掲げることの
確認のために利用する必要があるか（第 9条
に基くか否かにかかわらず）、又はその意図
を有するような、個人についての情報提供へ
の言及とする。
⒜ 　登録簿におけるこれらの個人の登録に記
録されたもの。

⒝ 　登録簿におけるこれらの個人の登録に記
録される目的で、主務大臣又は指定書類担
当官庁に提供されたもの。

⒞ 　その他主務大臣が記録をするための利用
に供されているもの。

第 20条　その他の状況において情報の提供を認

める権限

⑴ 　第17条から第19条までの規定に基く情報提
供の認められない場合においても、次の各号
に掲げる場合においては、主務大臣は個人の
同意なく、これらの個人に関する登録に記録
された情報を公共機関に提供することができ
る。
⒜ 　情報が附則第 1第 9条に該当しないもの
であるとき。

⒝ 　情報が主務大臣が定めた命令により指定
し、又は特に定めたものであること。
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⒞ 　情報が前掲の命令によって指定され、又
は特に定められた公共機関に提供されてい
ること。
⒟ 　情報が前掲の命令によって指定され、又
は特に定められた目的のため提供されてい
ること。
⒠ 　情報提供に関して、第21条により、又は
同条に基づいて課された要件が遵守されて
いること。

⑵ 　この条により公共機関への情報提供を認め
る命令又は規則を定めることのできる、主務
大臣の権限は、当該の公共機関への情報提供
が公共の利益のために必要である状況下にお
いて、情報提供を認める目的のために限って
行使することができる。
⑶ 　主務大臣は、命令の草案が議会各院に提出
され、各院の決議による承認を得ない限り、
この条によって認められた規定（その他の規
定を含むか否かにかかわらず）を含む命令を
定めてはならない。

第 21条　個人の同意なく情報を利用するための

規則

⑴ 　第17条から第20条までの規定に基づき、主
務大臣は、情報提供を受ける者がその他の手
段で情報を入手することが合理的に実行可能
でなかったと確信した場合に限って、これら
の者に対して附則第 1第 2条に掲げる情報を
提供することができる。
⑵ 　主務大臣は規則によって、次の各号に掲げ
る規定を定めることができる。
⒜ 　第17条から第20条までの規定のいずれか
に基いて情報を提供する前に満たさなけれ
ばならない要件を課する規定
⒝ 　前号に規定するいずれかの条に基づく情
報提供のため、又はそれに関連して、主務
大臣を代行する権限を付与される者を制限
する規定

⑶ 　前号に規定する規則は、次のことを内容に
含むことができる。
⒜ 　ある者への情報提供が、当該の者又はそ
の代理人により、申請が行われている場合
に限ることを要請する規定

⒝ 　ある者への情報提供を申請する資格を有
する者を指定し、又は特に定める規定

⒞ 　申請を行う態様に関わる要件を課する規
定

⑷ 　主務大臣は規則により、次の各号に掲げる
ことを、ある者に対する情報提供の条件とす
ることができる。
⒜ 　これらの者（第17条から第20条までの規
定により指定されていない場合）及び情報
提供の申請を行う者（両者が異なる場合）
が、主務大臣によって、規定された態様で
一時的に承認されていること。

⒝ 　申請の目的のために使われる装置及び情
報の受取り及び保存に使われる装置が、規
則において指定され、又は規則に基き決定
された者により、一時的に承認されている
こと。

⑸ 　主務大臣は、規則によって、第17条から第
20条までのいずれかの規定に基いてある者に
提供できる情報を、これらの者の代わりに次
の各号に該当する者に提供することができる。
⒜ 　これらの者によって、この条に基づいて
提供される情報を受け取る者として認めら
れていること。

⒝ 　規則によって指定された官職、官位又は
地位を有していること。

⒞ 　前号に掲げた官職、官位又は地位に伴う
義務に関して、これらの者の指揮若しくは
管理下にあり、又はこれらの者に対して責
任を有し、若しくは下位の職にあること。

⑹ 　第17条から第20条までの規定に基づき、あ
る個人に関する情報を別の者に提供する主務
大臣の権限は、提供を受ける者に関して、第



52 外国の立法 230（2006. 11）

4 項⒜号に基づいて課された条件が満たされ
ている場合に限って行使することができる。
⑺ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、（他の
規定と共にか否かにかかわらず）この条に基
づいて定めることを認められた規定を含む規
則を定めることはできない。

　法律運用の監視

第22条　英国 ID制度管理官の任命

⑴ 　主務大臣は、英国 ID制度管理官として周
知されるコミッショナーを任命しなければな
らない。
⑵ 　次に掲げることを審査することを、（第 4
項に従うことを条件として）管理官の職務と
する。
⒜ 　この法律又はこの法律に基づいて定めら
れた従位立法に基づく主務大臣の職務の目
的の上で、主務大臣によって一時的に維持
されている取決め
⒝ 　この法律又はこの法律に基づいて定めら
れた従位立法に基づく指定書類担当官庁の
職務の目的の上で、指定書類担当官庁に
よって一時的に維持されている取決め
⒞ 　この法律又はこの法律に基づいて定めら
れた従位立法に基づいて、提供を受けるこ
とのできる情報を入手するため、又は当該
情報を記録若しくは利用するため、情報提
供を受けることのできる者によって一時的
に維持されている取決め
⒟ 　IDカードの利用

⑶ 　管理官が第 2項に則り取決めの審査を行っ
た場合、審査には取決めが次の各号に掲げる
ことに関して適正な規定を定めている範囲に
ついての審査を特に含めなければならない。
⒜ 　登録簿に記録された情報の完全性及び機

密性の保障
⒝ 　同項に言及された職務の執行について、
主務大臣又は指定書類担当官庁に対して申
し立てられる苦情の取扱い

⑷ 　次に掲げることは、管理官が審査の対象と
すべきことに含まれない。
⒜ 　この法律に基づいて、委任立法又は1979
年委任規則（北アイルランド）命令
（Statutory Rules（Northern Ireland）
Order 1979（S.I.1979/1573（N.I.12））） の
目的のための委任規則によって行使するこ
とのできる権限の行使

⒝ 　民事制裁に対する訴え
⒞ 　刑事犯罪に科し、又は関連するこの法律
の部分又は従位立法の運用

⒟ 　情報部部長、秘密諜報部部長及び政府通
信本部部長への情報提供

⒠ 　第21条第 5項に則った、情報部部長、秘
密諜報部部長及び政府通信本部部長に提供
することのできる情報の、各情報機関の他
の構成員に対する提供

⒡ 　主務大臣による第38条に基く権限の行使
⒢ 　⒜号から⒡号までの規定中言及されたこ
とを目的とした取決め

⑸ 　管理官がこの法律に基づく職務遂行の目的
のために要請することができる、あらゆる情
報（登録簿に記録された情報を含む）を提供
することは、主務大臣の省庁の全官吏の義務
とする。

⑹ 　管理官は任命の条件に則ってその職を保持
し、議会によって用意された資金から財務省
が決定した額の手当を支給される。

⑺ 　主務大臣は、次の条件に従った上で、管理
官の職務遂行のため必要であると思料するだ
けの職員を提供しなければならない。
⒜ 　管理官と協議を済ませていること。
⒝ 　財務省の承認を得ていること。
⑻ 　2000年情報自由法（Freedom of Information 
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Act 2000（c.36））附則第 1 第 6 部の適切な
部分に次のものを挿入する。
　 　「英国 ID制度管理官（National Identity 
Scheme Commissioner）」
⑼ 　この条において「情報機関（intelligence 
service）」とは、2000年調査権限規制法
（Regulation of Investigatory Powers Act 
2000（c.23））におけるものと同じ意味を有
する。

第23条　管理官による報告

⑴ 　管理官は、各暦年が終わり次第実行可能な
限り速やかに、管理官の職務遂行について、
主務大臣に提出する報告書を作成しなければ
ならない。
⑵ 　管理官は、それ以外のときにおいても、管
理官が適当と考える職務遂行に関するあらゆ
ることについて、主務大臣に報告書を送るこ
とができる。
⑶ 　この条に基づく報告書を受け取った主務大
臣は、その写し 1部を議会に提出しなければ
ならない。
⑷ 　主務大臣は、管理官との協議の上で、この
条に基く報告書に含まれる特定の内容の発表
が次のいずれかのことに関して不利であると
思われるとき、当該の内容を議会に提出する
報告書の写しから除くことができる。
⒜ 　国家安全保障
⒝ 　犯罪の防止及び探知

⑸ 　議会に提出する報告書の写しから第 4項に
基づいて内容が除かれたとき、主務大臣は議
会に報告書を提出するに際して、同項に基づ
いて報告書から内容が除かれた旨の陳述書も
提出しなければならない。

第24条　情報機関管理官と審判所の管轄

⑴ 　2000年調査権限規制法を、以下のように改
正する。

⑵ 　第59条（情報機関管理官の役割）第 2項の
後に、次の項を加える。
「（2 A）情報機関管理官は、次の各号に掲げ
ることを審査の対象とする。
⒜ 　英国ID登録簿に記録された情報の、
情報機関による取得、保存及び利用

⒝ 　2006年 ID カード法によって定めら
れた又は同法に基づく、情報機関の構
成員に対する当該情報の提供

⒞ 　⒜号又は⒝号で言及されたことの目
的のための、主務大臣又はいずれかの
情報機関による取決め」

⑶ 　第65条第 2項⒝号（審判所が管轄権を有す
る不服申立て）において、「第 4項」の後に「又
は第 4 A項」を加える。

⑷ 　第65条第 3項（審判所が管轄権を有する関
連の訴訟手続）において、⒞号末尾の「又は
（or）」を削り、その後に次の号を加える。
「（c a）いずれかの情報機関の構成員に対す
る、英国 ID登録簿の個人の登録に記録
された情報の提供に関連した訴訟手続

（c b）いずれかの情報機関の構成員による、
当該情報の取得、保存及び利用に関連し
た訴訟手続」

⑸ 　第65条第 4項の後に、次の項を加える。
「（4 A）審判所は、ある個人が次のように信
じることについての不服申立てについ
て、これを処理するのに適切な法廷であ
るとする。
⒜ 　いずれかの情報機関の構成員に対す
る、英国 ID登録簿の個人の登録に記
録された情報の提供

⒝ 　いずれかの情報機関の構成員によ
る、当該情報の取得、保存及び利用」
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　犯罪

第25条　不正な ID書類の所有等

⑴ 　人が要件となる意図をもって、次のいずれ
かの号に掲げるものを保有し、又は管理下に
おいたことは犯罪とする。
⒜ 　虚偽の ID書類であって、これらの者が
そのことを知っており、又はそう信じてい
るもの。
⒝ 　不適切な手段によって獲得された ID書
類であって、これらの者がそのことを知っ
ており、又はそう信じているもの。
⒞ 　他の者に関連した ID書類

⑵ 　第 1項にいう要件となる意図とは、次のい
ずれかの号に掲げるものをいう。
⒜ 　自らについて登録可能な事実を証明する
ために書類を利用する意図
⒝ 　自ら又はその他の者（ただし同項⒞号に
該当する書類の場合、書類が関連した者は
除く）について、登録可能な事実を証明し、
確認し、又は検証するために、他の者に利
用を許可し、又は誘引する意図

⑶ 　人が要件となる意図をもって、次の各号に
掲げるものを製造し、保有し、又は管理下に
おくことは、犯罪とする。
⒜ 　その者の知る限りにおいて、虚偽の ID
書類製造のために特別に設計若しくは改作
されている、又は設計された若しくは改作
された装置
⒝ 　その者の知る限りにおいて、虚偽の ID
書類製造に利用されるために特別に設計若
しくは改作されている、又はそうされた物
又は材料

⑷ 　第 3項にいう要件となる意図とは、次のい
ずれかのものをいう。
⒜ 　自らについて、登録可能な事実を証明す
るために書類を利用する意図
⒝ 　自ら又はその他の者（ただし同項⒞号に

該当する書類の場合、書類が関連した者は
除く）について、登録可能な事実を証明し、
確認し、又は検証するために、他の者に利
用を許可し、又は誘引する意図

⑸ 　人が合理的な理由なく、次のものを保有し、
又は管理下におくことは、犯罪とする。
⒜ 　虚偽の ID書類
⒝ 　不適切な手段によって獲得された ID書
類

⒞ 　他の者に関連した ID書類
⒟ 　その者の知る限りにおいて、虚偽の ID
書類製造のために特別に設計若しくは改作
されている、又は設計された若しくは改作
された装置、物又は材料

⑹ 　第 1項又は第 3項に基づく犯罪の廉で有罪
とされた者は、正式起訴による有罪宣告に
よって、10年以下の拘禁刑若しくは罰金刑に
処し、又はこれらを併科する。

⑺ 　この条に基づく犯罪の廉で有罪とされた者
は、次の各号に掲げる刑に処することとし、
2003年刑事司法法（Criminal Justice Act 2003
（c.44））第154条第 1項

（注7）

の施行の前に行われ
た犯罪に関しては、 ⒝号の12月とあるのは 6
月と改める。
⒜ 　正式起訴による有罪宣告によって、 2年
以下の拘禁刑若しくは罰金又はその併科

⒝ 　イングランド及びウェールズにおける略
式起訴による有罪宣告によって、12月以下
の拘禁刑若しくは法定最高額以下の罰金又
はその併科

⒞ 　スコットランド又は北アイルランドにお
ける略式起訴による有罪宣告によって、 6
月以下の拘禁刑若しくは法定最高額以下の
罰金又はその併科

⑻ 　この条の目的のために、次の各号の定める
ところに従う。
⒜ 　ID書 類は、1981年 偽 造及び模造法
（Forgery and Counterfeiting Act 1981
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（c.45））第 1部（同法第 9条第 1項参照）
におけるものと同じ意味において不正とな
る場合に限って、不正とする。
⒝ 　当該 ID書類の発行若しくは修正の申請
において、又はこれらに関連して、発行す
る者若しくは（場合によっては）修正を行
う資格を有する者に間違った情報が提供さ
れた場合、ID書類は不適切な手段によっ
て入手されたものとする。
　不正 ID書類の作成への言及は ID書類
の修正への言及を含むものとし、修正され
た ID書類は不正とする。

⑼ 　第 8項⒜号は、この条のスコットランドに
対する適用に関しては、適用しない。
⑽ 　この条において、「ID書類（identity document）」
は、第26条により与えられた意味を有する。

第26条　第25条の目的のための ID書類

⑴ 　 第25条 に お い て、「ID書 類（identity 
document）」は、次の各号に掲げるものに該
当し、又は該当するものとして提出された書
類をいう。
⒜ 　IDカード
⒝ 　指定書類
⒞ 　出入国管理書類
⒟ 　（1971年移民法［Immigration Act 1971
（c.77）］におけるものと同じ意味に置い
て）連合王国の旅券
⒠ 　連合王国外の国若しくは領土の機関によ
り若しくはそれらに代わり又は国際機関に
より若しくはそれに代わり発行された旅券
⒡ 　（特定の又はあらゆる状況において）旅
券の代わりに利用することのできる書類
⒢ 　連合王国の運転免許証
⒣ 　連合王国外の国若しくは領土の機関又は
国際機関により若しくはそれらに代わり発
行された運転免許証

⑵ 　 第 1 項に お い て、「 出 入 国 管 理 書 類

（immigration document）」とは、次のもの
をいう。
⒜ 　連合王国への入国及び居住に関する共同
体条約に基づく権利の確認に利用される書
類

⒝ 　出入国管理の職務遂行に関連して与えら
れ、連合王国への入国及び居住の許可につ
いての情報を記録した書類

⒞ 　（1971年移民法第26A条におけるものと
同じ意味において）登録カード

⒝ 号 に お い て、「 出 入 国 管 理 の 職 務
（immigration functions）」とは出入国管
理法（2004年庇護及び移民（申請者の処遇
そ の 他 ） 法（Asylum and Immigration
［Treatment of Claimants, etc.］Act 2004
（c.19））の意味に該当する。

⑶ 　前掲 2項において、「連合王国の運転免許
証（UK driving licence）」とは、次のものを
いう。
⒜ 　1988年道路交通法（Road Traffi  c Act 
1988（c.52））第 3部に基づいて授与された、
自動車を運転する免許証

⒝ 　1981年道路交通（北アイルランド）命令
（Road Traffi  c［Northern Ireland］Order 
1981［S.I. 1981/154（N.I. 1）］）第 2部に基
づいて授与された、自動車を運転する免許
証

⑷ 　主務大臣は命令によって、第 1項に掲げら
れた書類のリストを修正することができる。

⑸ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、（他の
規定と共にか否かにかかわらず）第 4項に基
づいて定めることを認められた規定を含む命
令を定める権限を行使することはできない。

第27条　認められていない情報開示

⑴ 　適法な権限なく次の各号に掲げる行為を
行った者は、犯罪を行ったものとする。



56 外国の立法 230（2006. 11）

⒜ 　守秘義務を課せられた情報を、何者にで
あれ提供すること。
⒝ 　当該情報を、その他開示すること。

⑵ 　次に掲げる業務に、全体的か部分的かを問
わず関連して、責任を有する役職又は職業に
就いているために入手できる若しくは入手で
きた情報に関しては、この条の目的のために、
これらの者に守秘義務が課せられるものとす
る。 
⒜ 　登録簿の設置及び維持
⒝ 　IDカードの発行、作成、修正、取消し
及び返納
⒞ 　英国 ID制度管理官の職務遂行

⑶ 　次のことが該当するときに限り、情報の提
供又はその他の開示は、この条の目的の上で、
法に則った権限を付与されて行われたものと
する。
⒜ 　この法律若しくはその他の制定法により
又はそれらに基づいて権限を付与されてい
ること。
⒝ 　いずれかの制定法により若しくはそれら
に基づいて設置された裁判所又は審判所命
令若しくは指導に従ったものであること。
⒞ 　共同体義務に従ったものであること。
⒟ 　第 2項に言及された官職又は職業の、義
務を遂行するためのものであること。

⑷ 　この条に基づく犯罪の起訴において、容疑
のかけられた犯罪発生時に、問題とされる情
報の提供又はその他の開示を行う権限を付与
されていたと合理的な根拠に基き信じていた
ことは、被告人の抗弁となる。
⑸ 　この条に基づく犯罪の廉で有罪とされた者
は、正式起訴による有罪宣告によって、 2年
以下の拘禁刑若しくは罰金刑に処し、あるい
はこれらを併科する。

第28条　不正な情報の提供

⑴ 　第 2項に該当する状況下において、次の各

号に掲げる目的のために不正な情報を提供し
た者は、犯罪を行ったものとする。
⒜ 　登録簿の登録の作成又は改正を確実なも
のにすること。

⒝ 　登録簿の登録の内容を（変更の有無にか
かわらず）確認すること。

⒞ 　自分又は他の者のために、IDカードの
発行又は改正を確保すること。

⑵ 　第 1項に掲げる状況とは、情報提供のとき、
これらの者について次が該当することをいう。
⒜ 　情報が不正であることを知り、又そう信
じていること。

⒝ 　情報が不正であるか否かに関して、無思
慮であること。

⑶ 　この条に基づく犯罪の廉で有罪とされた者
は、以下の刑に処するが、2003年刑事司法法
（Criminal Justice Act 2003（c.44）） 第154
条第 1項の施行の前に行われた犯罪に関して
は、 ⒝号の12月とあるのは 6月と改める。
⒜ 　正式起訴による有罪宣告によって、 2年
以下の拘禁刑若しくは罰金又はその併科

⒝ 　イングランド及びウェールズにおける略
式起訴による有罪宣告によって、12月以下
の拘禁刑若しくは法定最高額以下の罰金又
はその併科

⒞ 　スコットランド又は北アイルランドにお
ける略式起訴による有罪宣告によって、 6
月以下の拘禁刑若しくは法定最高額以下の
罰金又はその併科

第29条　登録簿の不法な改竄等

⑴ 　次の各号に掲げる行為を行った者は、犯罪
を行ったものとする。
⒜ 　登録簿に記録された情報の、権限外の改
正を惹起する行為に従事すること。

⒝ 　当該のときにおいて、要件となる意図を
有していること。

⑵ 　この条の目的の上で、要件となる意図を有
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するとは、次のいずれかのことをいう。
⒜ 　登録簿に記録された情報の改正を惹起す
ることを意図していること。
⒝ 　当該の行為が、前掲の改正を惹起するか
否かに関して、無思慮であること。

⑶ 　この条の目的の上で、ある行為が登録簿に
記録された情報の改正を惹起する事例とは、
次に掲げることを含む。
⒜ 　当該情報の改正に寄与すること。
⒝ 　当該情報が主務大臣によって保存された
コンピュータから、これを読解可能な形で
検索することをより困難若しくは不可能に
し、又はより困難若しくは不可能にするこ
とに寄与すること。

⑷ 　この条の目的のために、次のことは重要で
はない。
⒜ 　犯罪を構成する行為又はその一部が、連
合王国内で行われたか否か。
⒝ 　連合王国外の行為に関して、それが英国
市民によるものであるか否か。

⑸ 　この条の目的の上で、次に該当する場合、
改正を惹起する行為を行った者に関して、改
正は権限外であるとする。
⒜ 　これらの者自身が、改正を行うか否かを
決定する資格を有していないこと。
⒝ 　前掲の資格を有する者から、改正に対す
る同意を得ていないこと。

⑹ 　登録簿に記録された情報の改正を惹起する
行為に関連する、この条に基く犯罪の訴訟手
続において、当該行為を行ったとき、次のこ
とを合理的な根拠に基づき信じていたこと
は、被告人の抗弁となる。
⒜ 　これらの者が、改正を行うか否かを決定
する資格を有していること。
⒝ 　前掲の資格を有する者から、改正に対す
る同意を得ていること。

⑺ 　この条に基づく犯罪の廉で有罪とされた者
は、以下の刑に処するが、2003年刑事司法法

第154条第 1 項の施行の前に行われた犯罪に
関しては、⒝号の12月とあるのは 6月と改め
る。
⒜ 　正式起訴による有罪宣告によって、10年
以下の拘禁刑若しくは罰金又はその併科

⒝ 　イングランド及びウェールズにおける略
式起訴による有罪宣告によって、12月以下
の拘禁刑若しくは法定最高額以下の罰金又
はその併科

⒞ 　スコットランド又は北アイルランドにお
ける略式起訴による有罪宣告によって、 6
月以下の拘禁刑若しくは法定最高額以下の
罰金又はその併科

⑻ 　全体的にであれ部分的にであれ連合王国外
で行われたこの条による犯罪に関しては、次
の規定に従う。
⒜ 　犯罪に対する訴訟手続は、連合王国内の
いかなる場所においてもとりうる。

⒝ 　犯罪は、いかなる付随的な目的があろう
と、連合王国内の場所で行われたものとし
て扱うことができる。

⑼ 　この条において、以下に掲げる用語の解釈
は、当該規定の定めるところによる。
「行為（conduct）」は、行動及び不作為を
含む。
「改正（modifi cation）」は一時的な改正を含
む。

第30条　犯罪に関する改正

⑴ 　1993年刑事司法法（Criminal Justice Act 
1993（c.36））第 1 条第 2 項（イングランド
及びウェールズ外の行為に関連する何らかの
目的のために司法管轄権が拡張されるAグ
ループの犯罪）において、⒞号の後に次の号
を加える。
「（c a）2006年 ID カード法第25条に基づく
犯罪」

⑵ 　1999年移民及び庇護法（Immigration and 



58 外国の立法 230（2006. 11）

Asylum Act 1999 c.33）第31条（難民協定第
31条第 1項に基づく抗弁

（注8）

）を以下のように修
正する。
⒜ 　第 3項（イングランド及びウェールズ並
びに北アイルランドにおけるこの条が適用
する犯罪）中、⒜号の後に「（aa）2006年
ID カード法第25条第 1 項又は第 5項」を
加える。
⒝ 　第 4項（スコットランドにおけるこの条
が適用する犯罪）中、⒝号の後に「（ba）
2006年 ID カード法第25条第 1項又は第 5
項」を加える。

⑶ 　2004年庇護及び移民（申請者の処遇その他）
法（Asylum and Immigration［Treatment 
of Claimants, etc.］Act 2004（c.19））第14条
第 2項（出入国管理官による逮捕権限

（注9）

）中、
⒫号の後に「⒬2006年 ID カード法第25条に
基づく犯罪」を加える。
⑷ 　1989年警察及び犯罪証拠（北アイルランド）
命令（Police and Criminal Evidence［Northern 
Ireland］Order 1989［S.I. 1989/1341（N.I.12）］）
第26条第 2項（令状がなくても逮捕可能な犯
罪）の後に、次の号を加える。
「⒬　次の規定に基く犯罪
ⅰ 　2006年IDカード法第25条第 5項（不
正な ID書類等の所有等）
ⅱ 　同法第27条（英国 ID登録簿上の情
報の開示）
ⅲ 　同法第28条（不正な情報の提供）」

⑸ 　1996年警察及び犯罪証拠（北アイルランド）
命令（Police and Criminal Evidence［Northern 
Ireland］Order 1996［S.I. 1996/3160（N.I.24）］）
第38条第 2項（北アイルランド外の行為に関
連して1993年刑事司法法第 1条第 2項に相当
する規定を設ける）中、⒞号の後に「（ca）
2006年 ID カード法第25条に基づく犯罪」を
加える。

　民事制裁金

第31条　民事制裁金の賦課

⑴ 　この条は、主務大臣がある者（「不履行者」
という）がこの法律に基づき、指定された額
以下の民事制裁金を払う義務を有すると判断
したときに適用する。

⑵ 　主務大臣は、指定された態様により不履行
者に通知を行うことで、指定された額を超え
ない範囲で主務大臣が適切と考える額の民事
制裁金を支払う義務を課する。

⑶ 　当該の民事制裁金を課する通知は、次に定
めるところに従う。
⒜ 　主務大臣が不履行者に民事制裁金支払義
務を課する理由を定めていること。

⒝ 　課された民事制裁金の額を明記している
こと。

⒞ 　民事制裁金を主務大臣に支払わなければ
ならない時限を指定すること。

⒟ 　支払いの方法を定めること。
⒠ 　不履行者が支払いに異議を申し立てると
き、とることのできる手続を説明している
こと。

⒡ 　民事制裁金を執行する主務大臣の権限を
定め、及び説明していること。

⑷ 　民事制裁金支払いの時限は、民事制裁金を
課する通知が行われてから14日以内であって
はならない。

⑸ 　この条に則った民事制裁金は、次に定める
ところに従う。
⒜ 　民事制裁金を課する通知に定められた態
様により、主務大臣に支払われること。

⒝ 　定められた時限までに支払いが行われな
かったときは、主務大臣がしかるべく回収
可能であること。

⑹ 　前掲の項に従い課された回収手続において
は、次に掲げることは論点とならない。
⒜ 　不履行者が民事制裁金支払義務を有する
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か否か。
⒝ 　民事制裁金の賦課が不当であるか否か。
⒞ 　民事制裁金の額。

⑺ 　この条に則って課された民事制裁金につい
て、主務大臣が受け取った額は、整理基金に
充てられる。

第32条　民事制裁金に対する異議申立て

⑴ 　第31条に基く通知を受けた者は、次に掲げ
る一又は複数の根拠に基き、民事制裁金に異
議を申し立てる旨の通知を主務大臣に行うこ
とができる。
⒜ 　これらの者が民事制裁金支払義務を有し
ないこと。
⒝ 　違反の状況に鑑みて、民事制裁金の賦課
が不当であること。
⒞ 　民事制裁金の額が高すぎること。

⑵ 　異議申立ての通知は、次に定めるところに
従わなければならない。
⒜ 　異議の根拠と、異議申立てを行う者が当
該の根拠に基いて異議する理由を定めるこ
と。
⒝ 　民事制裁金を賦課する通知が与えられた
後、規定された期間内に、規定された態様
により主務大臣に与えられること。

⑶ 　主務大臣はこの条に則って与えられた異議
申立ての通知を思料しなければならず、しか
る後に次のいずれかを行うことができる。
⒜ 　民事制裁金を取り消すこと。
⒝ 　民事制裁金を減額すること。
⒞ 　民事制裁金を増額すること。
⒟ 　民事制裁金をそのまま承認すること。

⑷ 　主務大臣は、前掲の思料の結果を異議を申
し立てた者に通知する前に、異議申立ての通
知を受けた民事制裁金の執行を行ってはなら
ない。
⑸ 　前掲の思料の結果の通知は、次の定めるい
ずれかの期間内に行わなければならない。

⒜ 　規定された期間内
⒝ 　主務大臣が異議を申し立てた者との間で
同意した、前掲の期間よりも長い期間内

⑹ 　異議を思料して主務大臣が民事制裁金の額
を増額するときは、異議を申し立てた者に第
31条に基き新しい民事制裁金通知を与えなけ
ればならない。また、減額する場合も減額分
を異議を申し立てた者に通知しなければなら
ない。

第33条　民事制裁金に対する上訴

⑴ 　第31条に基き民事制裁金を課された者は、
次に掲げる一又は複数の根拠に基き、裁判所
に上訴することができる。
⒜ 　これらの者が民事制裁金支払義務を有し
ないこと。

⒝ 　違反の状況を鑑みて、民事制裁金の賦課
が不当であること。

⒞ 　民事制裁金の額が高すぎること。
⑵ 　この条に基く上訴は、関連する民事制裁金
を賦課する通知が与えられた後、法定規則に
より規定された期間内に、行わなければなら
ない。

⑶ 　この条に基く上訴に対して、裁判所は、次
のいずれかを行うことができる。
⒜ 　上訴を受理し、民事制裁金を取り消すこ
と。

⒝ 　上訴を受理し、民事制裁金を減額するこ
と。

⒞ 　上訴を棄却すること。
⑷ 　この条に基く上訴は、民事制裁金賦課に係
る主務大臣の判断の再審理という形式による
ものとする。

⑸ 　この条に基く上訴を決定するにあたって裁
判所が留意すべきことには、次のものを含め、
裁判所が関連すると思料するすべての事項が
含まれる。
⒜ 　主務大臣が判断を下したときに気がつい
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ていなかった事項
⒝ 　（この項を別として）法廷規則により、
裁判所が留意することが妨げられる事項

⑹ 　この条に基く上訴は、民事制裁金について
第32条に基く異議申立て通知が行われたか否
か、又は同条に基く民事制裁金の増額若しく
は減額があったか否かに関わらず、加療に関
連して行うことができる。
⑺ 　この条において、「裁判所（court）」は以
下に掲げる意味を有する。
⒜ 　イングランド及びウェールズ並びに北ア
イルランドにおいては、県裁判所
⒝ 　スコットランドにおいては、簡易裁判所
判事

第34条　民事制裁金に関する実務要綱

⑴ 　主務大臣は実務要綱を発布し、次の事項を
決定するに当たって思料すべき事項を定めな
ければならない。
⒜ 　この法律に基いて民事制裁金が課される
べきか否か。
⒝ 　民事制裁金の額。

⑵ 　主務大臣は、次のとき実務要綱に留意しな
ければならない。
⒜ 　この法律に基づいて民事制裁金を課する
とき。
⒝ 　第32条に基づく、異議申立て通知を思料
するとき。

⑶ 　裁判所は、第33条に基づくあらゆる上訴を
決定するにあたって、実務要綱に留意しなけ
ればならない。
⑷ 　実務要綱発布に先立ち、主務大臣は議会に
要綱草案を提出しなければならない。
⑸ 　前掲の要綱草案提出に先立ち、主務大臣は、
連合王国の公衆に対して、次に掲げる目的の
ために適切と考える措置を講じなければなら
ない。
⒜ 　提案された実務要綱について周知するこ

と。
⒝ 　実務要綱について協議を行うこと。
⑹ 　この条に基いて発布された実務要綱は、主
務大臣が定めた命令によって課された義務に
よって指定された時期まで施行されない。

⑺ 　主務大臣は必要に応じて次のことを行うこ
とができる。
⒜ 　実務要綱の全体又は一部を修正すること。
⒝ 　修正された実務要綱を発布すること。
⑻ 　第 4項から第 6項は、この条に基づき最初
に発布された実務要綱と同様に、修正された
実務要綱にも適用する。

⑼ 　この条によって認められた規定（その他の
規定を含むか否かにかかわらず）を含む命令
を定める主務大臣の権限は、初めてこの条に
基づいて命令が定められたとき、命令の草案
が議会各院に提出され、各院の決議による承
認を得た場合に限り、行使することができる。

⑽ 　次に該当する命令を含む委任立法は、議会
のいずれかの院の決議に従って無効とされる。
⒜ 　主務大臣がこの条によって定める権限を
付与された規定を含んでいること。

⒝ 　草案が議会に提出され、各院の決議によ
る承認を得ることを要請された命令ではな
いこと。

　手数料と課金

第35条　法律に基づく職務遂行に支払う料金

⑴ 　主務大臣は規則によって、次のことに関連
して、適切と考える額の手数料を課し、これ
を自分に納付させることができる。
⒜ 　登録簿に登録を設け、登録を修正し、又
は IDカードを発行してもらうための主務
大臣に対する申請

⒝ 　登録簿の登録の作成又は修正
⒞ 　IDカードの発行
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⒟ 　登録簿の登録に含まれる情報を提供して
もらうための申請
⒠ 　前掲の情報の提供
⒡ 　提供された情報が登録簿に記録された情
報と一致するかを確認するための申請
⒢ 　前掲の確認の発行又は拒否
⒣ 　この法律に基づく規則に則り、ある者又
は装置について承認を求める申請
ⅰ 　承認の付与

⑵ 　この条に基く規則によって定めることので
きる規定は、次のものを含む。
⒜ 　手数料を分割払いするための規定
⒝ 　手数料の支払日になることを想定して、
分割払いをするための取決めを定める規定

⑶ 　この条に基いて、特に第 1項の特定の号が
掲げる手数料を規定するに先立ち、主務大臣
は次のことを考慮することができる。
⒜ 　手数料が規定された状況又はその他両方
の状況において、当該のことに関して、主
務大臣によって惹起され、又は惹起される
支出
⒝ 　前掲の項の中で言及され、適切と考える
手数料が規定された状況又はその他両方の
状況において、当該のことに関して、主務
大臣によって惹起され、又は惹起される支
出
⒞ 　この法律に基づき、又は依拠して、主務
大臣によって惹起され、又は惹起される支
出
⒟ 　指定書類（IDカードが付随しているかい
ないか）取得のためか、又は発行のために、
あらゆる者によって惹起され、又は惹起さ
れる支出
⒠ 　（1980年 領 事 事 務 に 係 る 手 数 料 法
［Consular Fees Act 1980（c.23）］におけ
るものと同じ意味を有する）領事館サービ
スの提供によって惹起され、又は惹起され
る支出

⒡ 　何かを行うに際して、それを行う者又は
それが関連する者について、主務大臣が適
切と考える相違点

⑷ 　第 1項に基づく規則を定めるに当たっては、
財務省の同意を要件とする。

⑸ 　制定法に基づき、次について手数料を定め、
又課するあらゆる権限は、該当する書類の申
請若しくは発行に関連して、この法律によっ
て何かを行うことにつき、手数料を定め、又
課する権限を含む。
⒜ 　指定書類の申請
⒝ 　指定書類の発行
⑹ 　この条においてあらゆる目的のために惹起
される支出の言及は、主務大臣が当該の目的
のために、適切と考える期間に渡って惹起さ
れうると判断する支出の言及を含み、この法
律の特定の規定が施行された後始めて惹起さ
れる支出の言及を含む。

⑺ 　第 1項によって認められた規定（その他の
規定を含むか否かにかかわらず）を含む規則
を定める権限は、命令の草案が議会各院に提
出され、次に該当する時に、各院の決議によ
る承認を得た場合に限り、行使することがで
きる。
⒜ 　初めてこの条に基づいて規則が定められ
た時

⒝ 　前掲の時の後、対経費価値の変動を反映
させるため、現行の手数料を修正すること
に限定されない目的のために、権限が行使
されていると主務大臣に思われる時

⑻ 　この条によって課された民事制裁金につい
て、主務大臣が受け取った額は、整理基金に
充てられる。

第 36条　1980年領事事務に係る手数料法の改正

　1980年領事事務に係る手数料法第 1条（領事
事務を執行するにあたって手数料を課する権限）
中、第 4項の後に次の号を加える。
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「（4 A）特定することを行うために、第 1項
に基づく手数料を定めるにあたって、枢
密院臨席の女王陛下

（注10）

は次のことを考慮す
ることができる。
⒜ 　手数料の賦課が規定された状況及び
その他の状況に双方において、特定す
ることを行うために惹起される、又は
惹起された手数料
⒝ 　同項に言及された職務遂行のため
に、その他女王陛下が適切と考えるこ
とを行うために惹起される、又は惹起
された手数料
⒞ 　2006年 ID カード法によって、又は
基づいて定められた職務及び規定双方
の行使に関連した目的のための取決め
に関連して、主務大臣によって惹起さ
れる、又は惹起された手数料
⒟ 　何かを行うに際して、それを行う者
又はそれが関連する者について、主務
大臣が適切と考える相違点

（4 B）第 1項に基づき手数料を定める枢密
院臨席の女王陛下の権限及び第 3項に基
づいて規則を定める主務大臣の権限は、
それぞれ次の権限をも含む。
⒜ 　異なる事例のために異なる規定を定
めること。
⒝ 　権限を行使する者が適切と考える、
免除又は除外に従う規定を定めること。
⒞ 　これらの者が適切と考える、付随的、
補足的、派生的又は過渡的な規定を定
めること。

（4 C）この条においてあらゆる目的のため
に惹起される支出の言及は、枢密院臨席
の女王陛下が当該の目的のために、適切
と考える期間に渡って惹起されうると判
断する支出の言及を含み、この法律の特
定の規定が施行された後始めて惹起され
る支出の言及を含む。」

第 37条　IDカード制度の予想される経費に関

する議会への報告

⑴ 　この法律が成立した日から起算して 6月が
経過する前に、主務大臣は議会に報告書を提
出し、その中で報告書提出から10年の間に
IDカード制度によって惹起されうる支出の
見積りを提示しなければならない。

⑵ 　最初の報告書を提出した日から起算して毎
6月を経過する前に、主務大臣は議会に追加
報告書を提出し、その中で当該報告書提出か
ら10年の間に IDカード制度によって惹起さ
れうる支出の見積りを提示しなければならな
い。

⑶ 　この条において、各10年間に関連して、
IDカード制度によって惹起されうる支出へ
の言及は、次に掲げる目的のため当該の10年
の間に、主務大臣及び指定書類担当官庁に
よって惹起されうる支出への言及とする。
⒜ 　登録簿の設置及び維持
⒝ 　IDカードの発行、修正、更新、取替え、
再発行及び返納

⒞ 　主務大臣による、登録簿における個人の
登録に記録された情報のある者への提供

⑷ 　主務大臣は、この条に基く次の報告書に
よって特定の内容を発表することが、公的資
金の最高対経費価値を確保するのに不利であ
ると思われるとき、当該の内容を報告書から
除くことができる。

　旅券に関する規定

第 38条　旅券の申請等にあたって提供された情

報の確認

⑴ 　この条に基づいて要件を課することのでき
る者が、次の目的のために利用できる情報を
有していることが、主務大臣にとって明らか
な場合、主務大臣はこれらの者に情報提供を
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要請することができる。
⒜ 　旅券発行を申し立てる目的のため、又は
それに関連して、主務大臣に提供された情
報を証明すること。
⒝ 　個人の旅券を取り消すか否かを決定する
こと。

⑵ 　指定された期間内に要件に従うことは、次
に該当する者の義務とする。
⒜ 　この条に基づいて情報を提供することを
要請されていること。
⒝ 　当該の情報を有していること。

⑶ 　この条に基く要件は、次の者に課すること
ができる。
⒜ 　閣内相
⒝ 　政府の省庁
⒞ 　北アイルランド自治政府の省庁
⒟ 　ウェールズ国民議会
⒠ 　その他、この条の目的のために主務大臣
によって定められた命令に指定された、⒜
号から⒟号に該当しない者

⑷ 　第 3項⒠号に基づく命令によって指定され
うる者は、制定法によってか、またはそれに
基づいて付与された、国王のために遂行する
べき職務を遂行する者を含む。
⑸ 　この条に基づいて、要件を課する対象とな
る個人を指定する命令を定める主務大臣の権
限は、以下のいずれのものも含む。
⒜ 　提供を要請されている情報を提供する義
務を負う相手を、要件を課している者とす
ること。
⒝ 　前号に規定された義務は、次に掲げる民
事手続によって執行することができる。
ⅰ 　差止命令
ⅱ 　1988年民事上級裁判所法第45条に基づ
く、法的義務の指定された遂行

（注11）

ⅲ 　その他適切な救済
⑹ 　主務大臣は適当であると考えた事例（あれ
ば）については、この条に則り、情報提供に

関して情報提供者に支払いを行うことができ
る。

⑺ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、（他の
規定と共にか否かにかかわらず）この条に基
づいて定めることを認められた規定を含む命
令を定めることができない。

第39条　旅券に関する法律の改正

⑴ 　1989年フットボール観客法（Football 
Spectators Act 1989（c.37））第14E 条、第
19条、第21B 条及び第21C 条（禁止命令の執
行等）において、「旅券（passport）」をすべ
て「旅行認可（travel authorisation）」に改
める。

⑵ 　同法第22A条第 1項（解釈）において、「規
定された（prescribed）」の定義の後に、次
のものを加える。
「『旅行認可（travel authorisation）』とは、
ある者に関連して、次のいずれか又は双
方をいう。
⒜ 　これらの者に発行された連合王国の
旅 券（1971年 移 民 法［Immigration 
Act 1971（c.77）］におけるものと同
じ意味において）すべて

⒝ 　これらの者が英国市民であることを
記録した、2006年 ID カード法に基づ
いて発行されたすべての IDカード」

⑶ 　2001年刑事司法及び警察法（Criminal 
Justice and Police Act 2001（c.16））第33条、
第35条及び第36条（旅行制限命令）において、
「旅券（passport）」をすべて「旅行認可（travel 
authorisation）」に改める。

⑷ 　同法第33条第 8項（解釈）を、次のものに
改める。
「⑻　この条において、『旅行認可（travel 
authorisation）』とは、ある者に関連して、
次のいずれか又は双方をいう。
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⒜ 　これらの者に発行された連合王国の
旅 券（1971年 移 民 法［Immigration 
Act 1971（c.77）］におけるものと同
じ意味において）すべて
⒝ 　これらの者が英国市民であることを
記録した、2006年 ID カード法に基づ
いて発行されたすべての IDカード」

⑸ 　主務大臣は、IDカード又は特に定められ
た IDカードへの言及を、当該の言及をして
いない制定法又は規定における旅券に関する
言及（その表現にかかわらず）に含めるため
に、次のものを修正することができる。
⒜ 　あらゆる制定法（この条によって修正さ
れた制定法を含む）
⒝ 　あらゆる従位立法の規定

⑹ 　主務大臣は草案が議会各院に提出され、各
院の決議によって承認されない限り、（他の
規定と共にか否かにかかわらず）この条に基
づいて定めることを認められた、制定法を修
正する規定を含む命令を定めることはできな
い。
⑺ 　次に該当する命令を含む委任立法は、議会
のいずれかの院の決議に従って無効とされる。
⒜ 　主務大臣がこの条によって定める権限を
付与された規定を含んでいること。
⒝ 　草案が議会に提出され、各院の決議によ
る承認を得ることを要請された命令ではな
いこと。

　補足的規定

第40条　命令及び規則

⑴ 　この法律が主務大臣若しくはウェールズ国
民議会に付与する、命令又は規則を定める権
限は、委任立法によって行使することができ
る。
⑵ 　次に掲げる権限は、委任規則（北アイルラ

ンド）命令（Rules［Northern Ireland］Order 
1979［S.I. 1979/1573（N.I.12）］）の目的の上で、
委任規則によって行使することができる権限
とする。
⒜ 　第13条に基づいて規則を定める、北アイ
ルランド自治政府の省庁の権限

⒝ 　第14条第 1項⒝号に基づく命令を定め、
前掲の規則の目的のために北アイルランド
自治政府の省庁を特定する第一大臣及び副
第一大臣府の権限

⑶ 　次に該当する規則を含む委任立法は、議会
のいずれかの院の決議に従って無効とされる。
⒜ 　主務大臣がこの条によって定める権限を
付与された規定を含んでいること。

⒝ 　草案が議会に提出され、各院の決議によ
る承認を得ることを要請された命令ではな
いこと。

⑷ 　この法律に基づきある者に付与された、命
令又は規則を定める権限（第44条第 3項に基
づく命令を定める権限）は、次の権限を含む
こととする。
⒜ 　異なる事例のために異なる規定を定める
こと。

⒝ 　権限を行使する者が適切と考える、免除
又は除外に従う規定を定めること。

⒞ 　これらの者が適切と考える、付随的、補
足的、派生的又は過渡的な規定を定めるこ
と。

⑸ 　16歳未満の個人によって又は関連して、何
かがなされることを認め、若しくは要請する
あらゆる命令又は規則に関連して、付随的、
補足的、派生的若しくは過渡的な規定を定め
る第4項に基づく権限は、次のことを定める
権限を含む。
⒜ 　この法律の目的のために、これらの個人
の代行として、ある者を特定すること。

⒝ 　これらの個人の義務及び責任が、この法
律により、指定された態様及び範囲で、特
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定された者に渡ること。
⒞ 　IDカードが発行されたとき、第10条に
基いて発生する義務が、これらの個人に関
連して特定された者によって履行されるも
のとして、（これらの個人に対して IDカー
ドが発行されていない場合でも）同条が効
力を有すること。

⑹ 　第 3条第 6項に基づく命令による附則第 1
の修正に関連した、補足的、派生的規定を定
める第 4項に基づく主務大臣の権限は、次の
あらゆる権限を含む。
⒜ 　この法律における同附則の条に対するあ
らゆる言及の修正を定めること。
⒝ 　当該の修正に関連して第12条第 2項及び
第 3項を、適切と思われる態様で改正する
こと。

⑺ 　この法律に基づく規則によって、ある者又
は装置について承認を与える規定を定める権
限は、次のものを定める権限を含む。
⒜ 　規定された条件に従った承認の認可
⒝ 　規定された態様による前掲の条件の修正
⒞ 　承認の停止又は取消し

第41条　主務大臣の支出

　次に掲げるものは、議会によって調達された
資金から支出される。
⒜ 　この法律に基づく職務遂行に関連して、
主務大臣が負担することが認可され、又は
要請される費用
⒝ 　他の法律に基づいて、議会によって調達
された資金から支出される金額のうち、こ
の法律に基因する増額分

第42条　一般的解釈

⑴ 　この法律において、以下に掲げる用語の解
釈は、当該規定の定めるところによる。
「 装置（apparatus）」は、装備、機械、装置
及びあらゆるワイヤー若しくはケーブルに

加え、これに併用されるソフトウェアも含
む。

「 生体認証情報（biometric information）」
は個人に関連して、当人の外見的特質につ
いてのデータをいい、特に虹彩又はその他
眼の一部の特徴を含む。

「 カード（card）」は、その中又はその上に
情報を記録され、又は記録されることがで
きる、書類若しくはその他の物又はそれら
の組み合わさった物をいう。

「 管理官（the Commissioner）」は、第22条
に基いて任命された英国 ID制度管理官を
いう。

「 確認する（confi rm）」は、登録簿における
個人の登録の内容に関連して、第 4項に
則って解釈する。

「 違反（contravention）」は、遵守しなかっ
たことを含み、同義の言葉の表現はこれに
則って解釈する。

「 犯罪（crime）」は、2000年調査権限規制
法（Regulation of Investigatory Powers 
Act 2000（c.23））の意味において（第81
条第 2項参照）犯罪をいう

（注12）

。
「 指定書類（designated document）」は、
この法律の目的のため第 4条に基く命令に
よって指定され、規定された書類をいう。

「 指定書類担当官庁（designated documents 
authority）」は、指定書類を発行する権限
又は義務を有する者をいう。

「 探知（detection）」は、犯罪又は重大犯罪
に関連して、第 9項に則って解釈する。

「 書類（document）」は、印紙（stamp）又
は貼り札（label）を含む。

「 制定法（enactment）」は次のものを含む。
⒜ 　北アイルランドの法律の規定
⒝ 　この法律の成立後に成立又は定められ
た制定法

「 不正な（false）」は情報に関連して、誤解
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に導く傾向を生じるあらゆる不正確性又は
省略を含む（第 3条第 5項に従って解釈す
る）。
「 指紋（fi ngerprint）」は、個人に関連して、
これらの者のいずれかの指の皮膚の模様及
びその他の物理的特質又は特徴の記録（形
式及び採取の手段を問わない）をいう。
「 ID カード（ID card）」は、第 6 条第 1 項
に則って解釈する。
「 情報（information）」は、書類及び記録を
含む。
「 発行する（issue）」並びに同義の言葉の表
現は、書類又はカードに関連して、第 5項
に則って解釈する。
「 修正（modifi cation）」は、省略、追加又は
改変を含み、同義の言葉の表現はこれに
則って解釈する。
「 公共の利益のために必要（necessary in 
the public interest）」は、第 1条第 4項に
則って解釈する。
「 居住地（place of residence）」及び「居住
する（reside）」並びに同義の言葉の表現は、
第10項に基づくあらゆる規則に従って解釈
する。
「 規定された（prescribed）」は、主務大臣
の定める規則によって規定されたことをい
う。
「 公共機関（public authority）」は、1998年
人権法（Human Rights Act 1998（c.42））
第 6条におけるものと同じ意味を有する

（注13）

。
「 公共サービス（public service）」は、第 2
項に則って解釈する。
「 登録簿（the Register）」は、第 1 条に基
いて設置され、維持される英国 ID登録簿
をいう。
「 登録可能な事実（registrable fact）」は、
第 1条第 5項及び第 6項におけるものと同
じ意味を有する。

「 重大犯罪（serious crime）」は、2000年調査
権 限 規 制 法（Regulation of Investigatory 
Powers Act 2000（c.23））の意味において
（第81条第 2項及び第 3項参照）重大犯罪
をいう

（注14）

。
「 制定法上の目的（statutory purpose）」は、
第 1条第 3項に指定された目的をいう。

「 強制登録の対象（subject to compulsory 
registration）」は、この法律の成立後に成
立した議会制定法によって課された義務に
則り、登録簿に登録することを要請されて
いることをいう。

「 従位立法（subordinate legislation）」は、
1978年 解 釈 法（Interpretation Act 1978
（c.30））におけるものと同じ意味を有する。

⑵ 　この法律における公共サービスに対する言
及は、次の各号への言及とする。
⒜ 　公共機関が、個人に対するあらゆるサー
ビスを提供すること。

⒝ 　閣内相、財務省又は北アイルランド自治
政府の省庁が、個人に関連した権限又は義
務を行使し、又は執行すること。

⒞ 　ある個人に関連して、制定法によって、
又は制定法に基いて付与された職務の遂行
に関する目的のため、他の者が行うことが
認められ、若しくは要請されたあらゆるこ
と。

⒟ 　サービスを提供する者が、付与された職
務を遂行することに関する目的のために、
個人に対して提供するサービスの支出のす
べて又は一部を負担する公共機関との（直
接的に、又は間接的な）協定に基いて、個
人に対してサービス提供を行うこと。

⒠ 　個人の行為を、制定法によって若しくは
基いてこれらの個人に課せられた要件の遵
守であると受理し、又は承認すること、あ
るいは当該の要件を遵守する目的のため
に、個人から提供された通知又は情報を受
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領すること。
⑶ 　この法律において、公共サービス提供の申
請への言及は、当該のサービス提供の要求、
依頼又は要請への言及を含む。
⑷ 　この法律において、個人が登録簿の登録の
内容を確認することへの言及は、当該の登録
を附則第 1第 1条から第 5条又は第 3条第 3
項に該当する情報に限られる範囲で確認する
ことへの言及とする。
⑸ 　この法律において、書類又はカード発行へ
の言及は、当該のものの更新、取替え、若し
くは再発行（変更の有無にかかわらず）への
言及を含む。
⑹ 　この法律において、IDカードと共に発行
される指定書類への言及は、IDカード及び
特定書類が同じカードで構成されることへの
言及を含む。
⑺ 　この法律において、ある者に対して個人の
登録に記録された情報を提供することへの言
及は、これらの者に対して次のことを確認し、
又その他開示することへの言及を含む。
⒜ 　情報が登録に記録されていること。
⒝ 　特定の情報が登録に記録されていないこ
と。

⑻ 　この法律において、個人の登録に記録され
た情報への言及は、記録の手段として発生し
たパスワード又は暗号への言及を含む。
⑼ 　2000年調査権限規制法第81条第 5項（探知
を定義する）は、同法第 1章第 1節にない同
法の規定の目的の上で適用するのと同様に、
この法律の目的の上で適用する

（注15）

。
⑽ 　主務大臣は規則によって、この法律の目的
のために、ある場所がある個人にとって、次
に該当すると判定する状況を規定することが
できる。
⒜ 　居住地
⒝ 　連合王国内における主たる居住地

第43条　スコットランド

⑴ 　スコットランドにおける、又はスコットラ
ンドに関連する登録簿若しくはカードのこの
法律に則った利用は、次のときに限って認め
られ、又は認められることができる。
⒜ 　関連する事項又はその目的が、スコット
ランド議会の立法権能の外にあること。

⒝ 　同議会の法律に則っていること。
⑵ 　第13条に基く規則は、スコットランドにお
ける、又はスコットランドに関する公共サー
ビス提供について、当該サービスがスコット
ランド議会の立法権能の外にあるのでない限
り、条件を課することを許可又は要請するこ
とはできない。

⑶ 　この条は次のことを制約しない。
⒜ 　ある者に対して、登録簿に記録された情
報を提供する権限を付与する、この法律の
規定すべての効果

⒝ 　前掲の情報をある者に提供する権限を付
与する規定を設けるための、この法律に基
づく権限

⒞ 　この法律により前掲の情報をある者に提
供することを認めることに関連した目的の
ため、この法律に基づいて規定を設ける権
限（IDカードの利用についての規定を含む）

第 44条　略称、廃止する規定、施行、一時的規

定及び適用範囲

⑴ 　この法律は、2006年 IDカード法として引用
することができる。

⑵ 　附則第 2に掲げる制定法は、それぞれ指定
された範囲内で廃止される。

⑶ 　この法律（この条及び第36条並びに第38条
を除く）は、主務大臣が委任立法による命令
によって定めた日に施行する。異なる目的の
ために、異なる日の施行を定めることができ
る。

⑷ 　この法律の規定を、異なる目的のために異
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なる日に施行する権限は、次のことを行う権
限を含む。
⒜ 　異なる地域又は対象者に関連して、異な
る日に規定を施行すること。
⒝ 　他の地域又は対象者に関連して規定を施
行したときの効果を試験する目的のために、
指定された地域又は対象者に関連して、規
定を施行すること。
⒞ 　前掲の試験に引き続き、この法律のいず
れかの規定を施行することに関連して、過
渡的な規定を定めること。

⑸ 　第36条及び第38条は、この法律が成立した
日から起算して 2月を経過したときに施行さ
れる。
⑹ 　女王陛下は、枢密院令により女王陛下が適
切と考える修正を加えた上で、この法律の適
用範囲をチャンネル諸島又はマン島のどの島
にも拡大することができる。
⑺ 　第40条第 4項は、この法律に基づいて命令
を定めるあらゆる者の権限に適用するのと同
様に、第 6項に基づいて枢密院令を定める枢
密院臨席の女王陛下の権限に適用する。
⑻ 　この法律は北アイルランドに適用する。

　　　附則

　附 則第 1　「登録簿に記録することのできる

情報」（第 3条関係）

個人情報

第 1条

　登録簿における個人の登録には、以下の情報
を記録することができる。
⒜ 　正式な氏名
⒝ 　現在使っているか、かつて使っていたそ
の他の名前
⒞ 　生年月日
⒟ 　出生地

⒠ 　性別
⒡ 　連合王国内における主要な居住地の住所
⒢ 　連合王国内外におけるその他の居住地の
住所

身元確認情報

第 2条

　登録簿における個人の登録には、以下の情報
を記録することができる。
⒜ 　頭部から肩までの写真（顔の特徴を表示
する）

⒝ 　署名
⒞ 　指紋
⒟ 　その他の生体認証情報

在留資格

第 3条

　登録簿における個人の登録には、以下の情報
を記録することができる。
⒜ 　国籍
⒝ 　連合王国国内に在留する資格
⒞ 　当該資格が連合王国への入国及び在留許
可の授与に由来する場合、当該許可の期間
及び条件

個人参照番号

第 4条

⑴ 　登録簿における個人の登録には、以下の情
報を記録することができる。
⒜ 　英国 ID登録番号
⒝ 　発行されたすべての IDカードの番号
⒞ 　すべての国民保険の番号
⒟ 　これらの個人に関係するすべての移民関
係書類の番号

⒠ 　すべての連合王国の旅券の番号（1971年
移民法の意味において）

⒡ 　連合王国外の国、領土又は国際機関に
よって、又はそれらに代わって発行された
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すべての旅券の番号
⒢ 　（特定の、又はすべての状況において）
旅券の代わりとなるすべての書類の番号
⒣ 　連合王国外の国又は領土の当局から発行
されたすべての IDカードの番号
⒤ 　連合王国への入国及び在留の申請に関連
して主務大臣により割り当てられた参照番
号すべて
⒥ 　（1971年移民法の意味において）すべて
の就労許可の番号
⒦ 　運転免許証により与えられたすべての運
転手番号
⒧ 　これらの個人が保有する、この条の前掲
各号に掲げられていない指定書類の番号
⒨ 　この条によって番号が記録された書類の
失効時期又は有効期間

⑵ 　この条において、「出入国管理書類
（immigration document）」とは、次のもの
をいう。
⒜ 　連合王国への入国及び居住に関する、共
同体条約に基づく権利の確認に利用される
書類
⒝ 　出入国管理の職務遂行に関連して与えら
れ、連合王国への入国及び居住の許可につ
いての情報を記録した書類
⒞ 　（1971年移民法第26A条におけるものと
同じ意味における）登録カード
ま た⒝項において、「出入国管理の職務
（immigration functions）」は、2004年庇
護及び移民（申請者の処遇その他）法にお
けるものと同じ意味を有する

⑶ 　この条において、「運転免許証（driving 
licence）」とは、次のものをいう。
⒜ 　1988年道路交通法第 3部に基づいて授与
された、自動車を運転する免許証
⒝ 　1981年道路交通（北アイルランド）命令
第 2部に基づいて授与された、自動車を運
転する免許証

記録履歴

第 5条

　登録簿における個人の登録には、以下の情報
を記録することができる。
⒜ 　これらの個人について過去に登録簿に記
録された、前掲各条に該当する情報

⒝ 　前掲の情報に影響する変更点及び登録簿
におけるこれらの個人の登録に記録された
情報への変更点の詳細

⒞ 　没年月日

第 6条

登録簿及び IDカードの履歴
　登録簿における個人の登録には、以下の情報
を記録することができる。
⒜ 　すべての登録の申請の日付
⒝ 　これらの個人の登録の内容を修正するた
めのすべての申請の日付

⒞ 　これらの個人によるすべての登録内容確
認の申請（変更の有無にかかわらず）の日
付

⒟ 　登録から情報が省略された理由すべて
⒠ 　発行されたすべての IDカードの（番号
に加えての）詳細

⒡ 　発行されたすべてのIDカードについて、
これが有効であるか否か、及び有効でない
場合はその理由

⒢ 　申請書に記載された範囲で、IDカード
又は指定文書の発行の申請書に連署した者
の詳細

⒣ 　第11条第 1項の目的のために、これらの
個人が行った通知の詳細（IDカードの紛
失、盗難又は損壊等）

⒤ 　主務大臣による IDカード返納の要請に
関する詳細

証明情報

第 7条
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　登録簿における個人の登録には、以下の情報
を記録することができる。
⒜ 　登録簿に登録し、若しくは登録を修正し、
又は IDカードを発行するすべての申請に
関連して提供された情報
⒝ 　登録簿の登録を確認する申請に関連して
提供された情報（変更の有無にかかわらず）
⒞ 　前掲⒜、⒝号又はその他に言及された申
請に関連して、申請を行った者の身元若し
くは申請に関連して提供された情報を確認
するために取られた処置の詳細
⒟ 　（前掲⒜、⒝号に言及された申請以外に
関連して）登録簿における当該個人の登録
の完全性、最新性及び正確性を保証する目
的でとられた、その他の処置又は入手され
た情報の詳細
⒠ 　これらの個人が、登録簿の正確性を維持
するために義務づけられた、状況の変化、
情報の誤り等に関する主務大臣宛の通知の
詳細

セキュリティ情報

第 8条

　登録簿における個人の登録には、以下の情報
を記録することができる。
⒜ 　登録簿に登録された情報の申請及び提供
の手続を促進するための個人認識番号
（personal identifi cation number）
⒝ 　前掲の目的のために使われるパスワード
若しくはその他の暗号又はそれらを作成す
る手段
⒞ 　登録簿の登録に関して、前掲の申請を行
い、修正の申請を行い、又は修正を行うと
きに使われる質疑応答

情報提供に関する記録

第 9条

　登録簿における個人の登録には、以下の情報

を記録することができる。
⒜ 　これらの個人の登録に含まれる情報が、
ある者に提供されたすべてのときの詳細

⒝ 　前掲の時に、情報を提供された者の詳細
⒞ 　前掲の時に関連して、情報提供について
のその他の詳細

　附則第 2　「廃止」（第44条関係）

廃止

1981年偽造及び模造法（Forgery and 

Counterfeiting Act 1981（c.45））

　第 5条中、次のものを削る。
⒜ 　第 5項⒡号及び（fa）号
⒝ 　第 9項から第11項

2004年庇護及び移民（申請者の処遇その他）法

（Asylum and Immigration［Treatment of 

Claimants, etc.］Act 2004（c.19））

　第14条第 2項中、⒪号末尾の「及び」を削る。

注

＊インターネット情報はすべて2006年 8月25日現在で

ある。

⑴　同法第 2条において、該当者の人種、政治思想、

宗教、健康状態、性的ライフスタイル、犯罪歴等と

定められている。

⑵　略式の請願（summary petition）を受けた裁判所が、

ある者に対して、請願者が奪われた財産を回復し、

請願者のために法的な義務を履行することを命じる

ことを可能としている。

⑶　transferred matter. 同法に基いて、ウェストミン

スターの議会から北アイルランド議会に移管された

権限をいい、財政と人事、保健、教育、環境等が含

まれる。

⑷　個人データの対象者が、データ管理者に対して当

該データ又はそれに関連したデータの開示を求める

権限。政府は、国家安全保障（第28条）、犯罪捜査及

び課税（第29条）等の目的のためにこれを制限する
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ことができる。

⑸　国内外における刑事捜査及び刑事司法手続並びに

それらの開始と終結に関わる判断を助けること。

⑹　海外の法的手続のために情報を開示することを制

限する、2001年反テロリズム、犯罪及び安全保障法

第18条に基づく権限。

⑺　2003年刑事司法法は、刑事司法制度の大幅な改革

を目的とした法律であり、無期の拘禁刑を宣告する

に当たって最低限の拘禁期間を定めることを裁判官

に義務づける、同一犯罪に基く再訴追の禁止を緩和

する等、議論の多い規定が盛り込まれている。

　　同法の第154条第 1項は、2000年刑事裁判所の権限

（判決）法（Powers of Criminal Courts（Sentencing）

Act 2000（c.6）） を 改 正 し、 治 安 判 事 裁 判 所

（magistrates’ court）が科することのできる拘禁刑

の上限を、 6月から12月に延長している。

⑻　ある者が難民に該当し、イギリス到着と同時に庇

護申請を行い、その根拠を証明した場合、入国又は

滞在を行うために嘘をついたり、偽造した書類を提

示した犯罪の抗弁となりうる。

⑼　出入国管理官に移民関連の法律以外の違反に対す

る逮捕権を付与する。

⑽　Her Majesty in Council. 女王及び選ばれた閣僚達

から構成される正規の枢密院会議における、女王の

こと。またそのような正規の枢密院会議そのものの

言及としても用いられる。

⑾　Op. cit. ⑵.

⑿　 1以上の刑事上の罪を構成する行為、又は連合王

国の 1地域で行われたとすれば、 1以上の刑事上の

罪を構成すると思料される行為に該当するか、又は

当該行為に相当する行為。

　横山潔「調査権限規制法の成立」『外国の立法』214号，

2002.11，pp.47-129．から引用。

　<http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/21

4/21402.pdf>

⒀　公的な性格を有するあらゆる者、裁判所及び審判

所が含まれる。ただし議会は含まれない。

⒁　次のいずれかに該当する行為。

　⒜ 当該行為によって構成されるか、又は構成される

と思料される罪又は複数の罪の 1が、21歳以上で、

前に有罪宣告を受けたことのない者に対し、 3年以

上の拘禁を言い渡すことを合理的に期待することが

できる罪であること。⒝ 当該行為が暴力の行使を含

んでおり、重大な金銭的利得を生じさせ、又は共通

の目的を追求する多数の者による行為であること。

（横山　前掲注⑿）

⒂　調査権限規制法の同規定は、探知を犯罪の立証及

び犯罪者の逮捕と規定し、同時に傍受した情報を法

的手続において利用することを禁じている。この規

定は、英国 ID登録簿や IDカードを通じて入手され

た情報を、法的手続で利用できるということを意味

する。

（おかひさ　けい・海外立法情報課）




